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１．はじめに 

１－１ 研究会設置の背景と目的 

  全宅連では 2013 年のハトマークグループ・ビジョン策定時から空き家問題の解決に向けて積極的

に取り組み、地方自治体との連携を推進するとともに（連携自治体数：2015 年 35 協会 229 自治体 

→ 2022 年 46 協会 811 自治体）、国に対する各種政策の働きかけにより、低廉な空き家等の売買に

おける媒介報酬額の特例及び低未利用地の譲渡に係る 100 万円控除や相続空き家に係る 3,000 万円

特別控除の創設など、一定の成果を上げてきた。 

しかし、協定による各種取り組みや空き家バンクの実績等については、地域によって温度差があり、

登録物件の掘り起こしや民業との連携のあり方等において課題を抱えている地域が多い実情である。 

また、特に地方部の空き家・空き地等については低廉な物件が多く、一般的にビジネスとして採算

性が低いことから、宅建業者が積極的に関与しづらく、結果的に空き家の利活用が進まないという問

題が生じている。会員の中には、各自で創意工夫をこらし、「わがまち」のために奮闘している事業

者も少なからず存在するが、多くの場合、物件調査費の回収すらままならないという現状があり、空

き家取引の担い手が広がっていかないという実態である。 

以上に示した宅建業者が空き家対策に参画するにあたっての課題を踏まえつつ、地域コミュニティ

やまちづくりの形成、移住や二拠点居住へのニーズ、さらには空き家を活用した住宅弱者向けの支援

等、幅広い視点から空き家・空き地等の流通や利活用を推進するためのさらなる方策や政策について、

自治体・宅建業者・全宅連が目指すべき一定の方向性を整理することを目的として、2022 年 10 月よ

り「空き家・空き地等の流通・利活用を推進するための政策研究会」を設置した。  

研究会は 2022 年度において全 4 回開催し、学識者や空き家対策の実務を担う事業者等によるレク

チャーや提言（例：近年の空き家対策に係る動向や最新事例の紹介や、今後の空き家対策をより促進

する上で必要な対応策の提案等）を交えながら、上記の方向性について議論を行った。 

また現場の課題やニーズに即した議論を行うため、研究会開催に先立ち、空き家対策の現場の声を

把握するために宅建業者に対するヒアリング調査を行った。加えて、研究会と並行して自治体に対す

るヒアリング調査を実施し、研究会において調査結果の展開を行った。 
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２．研究会に向けた実態調査の実施 

政策研究会の開催に先立ち、事前に現状の政策の利活用状況および空き家対策を推進する上での

課題を抽出するため、空き家対策に取組む各種事業者に対してヒアリング調査を行った。 

また、空き家対策における課題として、自治体のマンパワー不足の課題や、自治体における空き

家所有者情報の管理・提供が円滑に行われていない等の課題があることが想定される。そこで、都

市規模の異なる３つの自治体の空き家対策担当者に対してヒアリング調査を行い、現在の取組やリ

ソース、民間事業者等との連携、空き家所有者情報の活用等の状況について確認を行った。 

ヒアリングの詳細については別添資料に記載の通り。 
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３．研究会の設置 

３－１ 開催概要 

研究会の開催スケジュールおよびメンバーは下記の通り。 

 

表 ３-１ 研究会メンバー 

【座長】 

中川 雅之氏（日本大学経済学部教授） 

【委員】 

野澤 千絵氏（明治大学政治経済学部教授） 

大川 隆之氏（深沢綜合法律事務所・全宅連顧問弁護士） 

中川 寛子氏（株式会社東京情報堂 代表取締役） 

吉村 岩雄氏（全宅連不動産総合研究所長・奈良県宅建協会会長） 

泉 藤博氏（全宅連政策推進委員長・滋賀県宅建協会会長） 

【オブザーバー】 

国土交通省不動産建設経済局不動産業課 

国土交通省不動産建設経済局土地政策課 

国土交通省住宅局住宅総合整備課 

国土交通省住宅局住宅・経済法制課 

※上記に加え、検討テーマに応じて適宜ゲストスピーカーを招聘 

【調査協力】 

株式会社価値総合研究所 

【事務局】 

全国宅地建物取引業協会連合会 不動産総合研究所 

 

表 ３-２ 開催スケジュール  

◆2022 年 10 月：研究会の立ち上げ 

   第 1 回（2022 年 10 月 20 日（木）15:00-17:00＠全宅連会館） 

     1.本研究会の趣旨と議論の対象 

     2.空き家・空き地の現状、直近の政策について 

     3.事前ヒアリングの結果概要について 

     4.「空き家問題の現在～2015 年から現在まで～」 

       スピーカー：中川寛子委員 

     5.意見交換 

   第 2 回（2022 年 12 月 26 日（月）12:00-14:00＠全宅連会館） 

     1.空き家対策に係る自治体の対応状況について 

     2.「所有者の早期決断が空き家を救う」 

       スピーカー：NPO 法人ふるさと福井サポートセンター代表理事 北山大志郎氏 

     3.意見交換 

   第 3 回（2023 年 2 月 14 日（火）13:00-15:00＠全宅連会館） 
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     1. 「住まいの終活に向かう空き家の『掘り起こし』支援策の充実に向けて」 

       スピーカー：野澤千絵委員 

     2.地域特性に応じた空き家対策上の課題と打ち手及び民間活用に着目したフェーズ毎   

      の対応行動について 

     3.空き家対策における PFS(成果連動型民間委託契約方式)の可能性について 

     4.空き家対策の課題解決のために考えるべき視点（試案） 

     5.意見交換 

   第 4 回（2023 年 3 月 17 日（金）13:00-15:00＠全宅連会館） 

     1. 空き家特措法改正案の概要について 

     2. 補足事例の報告 

     3.本研究会とりまとめ案について 

     4.意見交換 

 

 

４．研究会における議論の内容 

４－１ 各回における議論 

 

（１）第 1 回 

１）議事 

1.本研究会の趣旨と議論の対象 

2.空き家・空き地の現状、直近の政策について 

3.事前ヒアリングの結果概要について 

4.「空き家問題の現在～2015 年から現在まで～」 

  スピーカー：中川寛子委員 

5.意見交換 

 

２）本研究会の趣旨と議論の対象 

事務局より、本研究会において特に議論対象とすべき範囲について提案を行った（図４－１）。 

空き家の市場流通を図るにあたっては、空き家自体の状態や商品性が一定程度確保されている

ことに加えて、当該空き家が立地する地域において一定の需要があり市場流通の可能性があるこ

とが要件となる。例えば、人口流出が著しい等の背景から①「市場性・需要に乏しく流通が困難

な地域」においては、市場流通による空き家の利活用を目指すことの合理性は低く、需要の乏し

さがボトルネックとなって取組が頓挫してしまう恐れがある。反対に、②「一定の需要があり市

場流通が可能な地域」においては、市場原理に基づき空き家は自ずと流通することが考えられる。

そして、両者の中間の位置づけとして③「空き家の市場流通に何らかのハードルがあるものの潜

在的に需要がある地域」が存在すると考えられ、当該地域においては、流通上の工夫や適切な支

援を行う等の対策を講じることによって市場流通を促進することができる可能性がある。本研究

会においては、特に③に該当する空き家・地域について着目し、空き家の利活用等を促進するた
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めに必要な打ち手について議論を行うこととした。 

図 ４-１ 研究会における議論対象のイメージ 

 

３）中川寛子委員によるレクチャー：「空き家問題の現在～2015 年から現在まで～」 

コロナ禍による影響等を含めた近年の空き家利活用の状況や手法等の潮流について、多様な主

体が取り組む事例の取材等をもとに紹介頂いた。概要は下記の通り。 

 

＜近年の潮流＞ 

 空き家利活用の近年の状況を概観すると、「働き方」の変化、「シェア」、加えて（空き

家に係る）「投資」が主なキーワードとなっている。いずれも従前からの潮流であったが、

コロナ禍を経て空き家利活用の実需・投資とも拡大した結果、一層それらの潮流に伴う空

き家利活用が促進されている状況。 

＜近年の空き家利活用の事例＞ 

 二拠点・多拠点居住が一般化しつつあり、民泊や短期的なレンタルルームの賃借を可能と

するサブスクリプションサービスも登場している（例：ライフル、ADDress、Unito）。 

 工務店が中心的な役割を担って投資を促進する取組事例が見られ（例：カリアゲ、全国古

家再生推進協議会）、空き家に投資する層の拡大に大きな役割を果たしている。 

 クラウドファンディングの手法が普及している昨今、空き家の利活用を含めた保存活動に

おいて、身近な資金調達手法として広く活用されるようになっている。 

 テレワークの普及やワーケーション需要等を背景として、リゾート物件も活発に動いてい

る（例：リゾートネット、一般社団法人日本ワーケーション協会）。 

 住宅確保要配慮者に対し、空き家を利活用して住まいを提供する取組事例も登場している

（例：リノベート、リノベートジャパン、さんかく舎、R65 不動産、シングルマザーシェ

アハウス、コープこうべ）。 
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 地域活性化に資する用途へと空き家を利活用する事例は多数蓄積されている（例：尾道市

瀬戸田、前橋市（白木屋ホテル）、玉野市、松山市三津浜）。空き家は地域の財産である

との価値観に基づき、空き家を活かしてまちづくりを実践する成功事例がある一方で、空

き家を活用した地域活性化に取り組む地域とそうでない地域では格差が拡大しつつある。 

 さらに新たな利活用の流れとして、単体の空き家における利活用にとどまらない、面での

空き家活用の事例も増えてきている（例：バイソン（神戸市兵庫区梅元町）、石川県珠洲

市）。 

 空き家所有者や地域の意識を変えるソフトの取組も進化している（例：ブックマンション、

MIKAWAYA21、ゴーヨーキーキー（トーコーキッチン））。 

＜今後の空き家対策の方向性＞ 

 空き家問題を切り分け、ターゲットを定めてそれぞれの課題に応じた提案を行っていく必

要がある。具体的には、住宅地の空き家と商店街の空き家で打ち手が異なること、宅建業

者がいる地域といない地域では対処法は異なること等を考慮して、地域や物件の個別性に

対応した対策を行っていく必要がある。 

 また、宅建業者が地域活性化や空き家対策において役割を果たせるよう、参画を促す施策

展開や、宅建業界における連携促進等の施策が必要と考えられる。宅建業者は「地域の採

用担当」であり、地域に必要な店や人を呼び込むうえで重要な役割を有していることから、

空き家対策に留まらず地域活性化・移住定住促進に寄与する取組を担うことができる（関

連：リベスト（吉祥寺）、がもよん（大阪市蒲生四丁目））。 

４）議論要旨 

■委員コメント 

《野澤委員》 

• 空き家等を放置している人へのアプローチをどうするかが政策として重要である。 

• 災害リスクの低いエリアでも居住者の世代交代が進まず、空き家が増加している。 

• 災害が激甚化・多発化している現状に鑑みると、インセンティブや税制によって、災害リ

スクが少ないエリアに居住を誘導していくことが重要である。 

• 空き家の活用方法は多様化しているが、ある程度ターゲットゾーンを絞り、インセンテ

ィブや税制によって居住者の世代交代や居住誘導を結びつけて考えていく必要がある。 

• 空き家の流通性が低いエリアにおいては、隣地拡大・隣地統合のようなインセンティブ

を検討する必要がある。(上記インセンティブによるコインパーキングの増加等、都市の

スポンジ化を助長することがないよう、拡大等の用途には注意する必要がある。） 

• 投資目的の空き家等の転売が増加しているが、それにより当該空き家等があるエリアの

物件価格が高騰し、居住や都市再生の妨げになることが危惧される。投資目的の転売は、

規制を要すると考える。 

• 自治体が空き家等問題に取り組むにあたって、マンパワー不足等の問題がある。自治体

が保有する空き家等情報を不動産業者等の外部に委託している事例があれば整理できる

と良い。 

《大川委員》 

• 他拠点居住における空き家等のサブスクリプション利用など、空き家等の有効活用また

は解体には、様々なアイディアが求められる。 
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• 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の改正は、有効性が高いと考えられる。一

方で、所有者不明土地が農地の場合に、農業委員会との連携が取れるかなど、情報が深化

することが望ましい。 

《吉村委員》 

• 限界集落が増加しているが、それ自体を再生するのはハードルが高い。空きや等対策を

行いながらコンパクトシティを推進していくなど、ある程度ターゲットを絞りながら、

検討していければと考えている。 

■座長コメント 

• 空き家等のすべてを利活用するのは、不動産業者の資源や政策的資源が限られている中

で難しい。 

• どこに向けて空き家等を活用していくかターゲットを絞る戦略が求められる。絞ったタ

ーゲットに向けて、課題解決に有効な政策を結び付けていく必要がある。 

• 地域における空き家等問題に取り組むのは各自治体となるが、不動産業者や都市再生法

人等が、これらの課題解決に向けた提案を行うなど、工夫ができると考える。 

• 空き家等対策の推進に関する特別措置法は、適正管理がされていない空き家が対象とな

るが、利活用を促進するための仕組みについても検討するとよいと考える。 

• マンパワー不足や、外部への空き家等情報の提供に係るハードルなど、自治体の実情を

踏まえて、民間の関与可能性を検討できればと考える。 

 



8 

 

（２）第 2 回 

１）議事 

1.空き家対策に係る自治体の対応状況について 

2.「所有者の早期決断が空き家を救う」 

 スピーカー：NPO 法人ふるさと福井サポートセンター代表理事 北山 大志郎氏 

3.意見交換 

 

２）空き家対策に係る自治体の対応状況について 

空き家対策の各フェーズにおいて、自治体が取るべき主な対応行動を整理するとともに、全国

空き家対策推進協議会による既往調査をもとに、自治体の取組状況、及び空き家所有者情報の外

部提供の実態について把握した。併せて、既往調査より明らかとなった不明点や追加調査の余地

を踏まえて、３自治体に対してヒアリング調査を実施し、最新の対応状況を確認した（調査結果

の詳細は別添資料に記載）。自治体の対応状況に係る概要は下記の通り。 

 

＜自治体のリソース不足＞ 

 自治体における空き家対策は、補助金交付や普及啓発活動、相談窓口設置等をメインに取

り組まれているものの、マンパワー不足や連携先（民間事業者等）が不在またはマッチン

グできていないこと等が障壁となっており、十分な展開ができているとはいえない。 

＜民間活用の必要性・可能性＞ 

 空き家等の適正管理や利活用に係る第三者団体の活用を望む自治体の声は多い。 

 一部の自治体では民間事業者等各種団体へのアウトソーシングが行われているが、業務内

容によってその状況は異なる。 

 地域にアウトソーシングの可能性のある団体が存在しているか否かについて、大半の自治

体は認識できていない。 

＜所有者不明の空き家等への対応＞ 

 自治体主体の対応は「経過観察」や「特に何もしていない」が大半。 

 所有者不明の空き家等に関してアウトソーシングを行っている自治体はごくわずか。具体

的な業務内容は「所有者の探索・特定」がメイン。 

＜部局間の情報共有＞ 

 部局間で空き家の所有者に係る死亡等の情報を共有している自治体は回答全体の 3割程度

に留まる。 

 このうち「代表相続人・納税管理人等に係る情報」「住宅等の所有者の死亡又は失踪に関

する情報」は比較的情報共有されやすい。一方、「福祉施設等への入所情報」を共有して

いる自治体は約 4 割に留まる。 

＜空き家対策に使用される情報ソース＞ 

【空き家所在地等の把握目的】 

 自治会や地域住民等からの情報のほか、水道開栓情報、不動産登記情報等が主に活用され

ている。 

 一方、電気・ガスの利用情報や消防等が保有する情報はほとんど活用されていない。 
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【空き家の所有者の把握目的】 

 自治会や地域住民等からの情報のほか、不動産登記情報、住民票の記載情報等が主に活用

されている。 

 一方で、介護・福祉部局等からの情報や死亡届・転出届に係る情報はほとんど活用されて

いない。 

＜空き家所有者情報の外部提供に係る同意取得のフロー＞ 

 国のガイドラインでは「情報の提供先・利用目的・情報の内容を明示」したうえで、「原

則書面での同意取得が望ましい」と方針が示されている。 

 民間事業者等の外部団体へ空き家所有者情報を提供している事例では、同意取得までの調

査や所有者対応業務を自治体が担っている。 

 試行的な取組として、空き家の掘り起こしの初動段階を民間事業者が間接的に担うスキー

ムも１例見られた（東京都青梅市）。 

＜自治体へのヒアリングにより把握した事項＞ 

 空き家対策に係るリソース状況や、部局間情報共有の状況は自治体により差があるものの、

情報管理やコスト面が、アウトソーシングの積極活用の障壁となっていることが伺える。 

【空き家対策に係るリソースの状況】 

 山形県上山市：建設課３名で対応。空き家対策以外に、エリアマネジメントや移住定住業

務にも関与しておりマンパワーが不足している。 

 群馬県桐生市：空き家対策関連業務に４名で対応。他の移住定住業務にも関与しているも

のの、マンパワーは比較的充実している。 

 東京都足立区：住宅課１名、開発指導課６名の合計７名で管理不全空き家や違反建築・老

朽家屋の指導等に対応。 

【アウトソーシングの状況】 

 群馬県桐生市：市で調査を行った物件を宅建業者に情報提供している。空き家所有者との

交渉については、個人情報や費用面の観点によりアウトソーシングができていない。 

【部局間情報共有の状況】 

 山形県上山市：空き家情報は、ゼンリンの地図情報に落とし込んで庁内で一元管理してい

る。 

 群馬県桐生市：水道情報や、税情報、戸籍情報は随時取得している。GIS などの地図情報

に落とし込んで担当部局限りで管理している。 

 東京都足立区：庁内他部署や都税事務所からの情報は、相応の手続きを経て取得可能とな

る。（但し手続きが煩雑で時間がかかるため、手続きの簡素化については課題） 

  

３）NPO 法人ふるさと福井サポートセンターによるレクチャー：「所有者の早期決断が空き家

を救う」 

空き家の川上対策として、福井県美浜町をフィールドに先進的な取組を行っている同 NPO より、

取組内容の概要と、川上対策を今後普及促進していくにあたっての示唆等について紹介頂いた。

概要は下記の通り。 
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＜取組の経緯・概要＞ 

 本業は建設会社である。公共工事が先細りとなる昨今、解体工事も受注するようになった

ことがきっかけで、空き家の利活用について関心を持ち、NPO 設立に至った。 

 活動の主軸は「空き家マッチングツアー」である。年 3 回開催し、５～7 軒の空き家を 15

～25 名の見学希望者（買取・賃借希望者）とともに見学して回ることを通じて、所有者と

マッチングを図る取組。 

 ツアー開催だけでなく、新たに住まう転入者が地元に入り込めるよう、空き家が存在する

集落とつなぐマッチングを実施している。移住者の同意を得たうえで町内会へ情報提供を

行うほか、移住希望者に対して「集落ルールブック」を提供し、集落における暮らし方を

事前に伝えるようにしている。また移住にあたっては町内会や集落への加入をお願いして

いる。 

 最終的な所有者と移住者のマッチングに至るまで集落とNPOが中心的に支援を行ったうえ

で、契約や補助金活用の段階では不動産業者や行政と連携している。 

＜川上対策の重要性＞ 

 調査の中で、空き家の中でも、手を加えずに住める良い状態の空き家は約 10%と非常に少

ないことがわかった。良質な空き家物件を確保するには川上対策が必要である。そのため

には所有者の早期判断を促す活動が必要となる。 

 川上対策には専門家（宅建業者、弁護士等）、NPO、行政、集落との連携が必要と考えてい

る。ふるさと福井サポートセンターでは集落を主役と位置付けて、所有者へのアプローチ

を町内会等から働きかけてもらう等の手順を踏み、所有者から NPO へ相談を促してもらう

ことで、意思判断を促すためのアドバイスを行うようにしている。 

＜所有者における意思判断のポイント＞ 

 ①お金面の整理、②空き家の「行く末」のイメージの整理、③気持ちの整理の３点におい

て整理を進めることで、意思判断を早めることができる。①については販売価格や解体工

事の目安をシミュレーションできるツールを開発し、所有者の相談に活用している。②に

ついては放置する以外の選択肢（家族利用、貸す、売却する、無償譲渡、解体）を選択し

てもらうよう所有者に提案している。ここまでで概ね判断材料は整うが、③気持ちの整理

がつかず最終的な決断ができない所有者も多い。NPO ではヒアリングをもとに「思い出レ

ター」を作成して、所有者に渡す取組を行っている。 

＜取組上の課題等＞ 

 所有者の早期決断が実現しても、空き家バンク登録にあたって再び障壁がある。間取り図

を用意できない、申請書が複雑といった課題がある。なるべく手続きを簡略化できるとよ

い。 

 「実入りは少ないけど用事が多い」のが実態。儲からない部分が多ければ多いほど他者に

は動いてもらえない。有志の組織を作り活動しつつ、儲けが出る部分において効果的に専

門家等と連携することが必要。 

４）議論要旨 

■委員コメント 

《野澤委員》 
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• コロナ前後での空き家バンクにおける登録・成約件数の変化について調査を行ったとこ

ろ、購入希望者の問い合わせ件数は増加傾向（回答の 45%）であるが、登録物件の増加は

多くない（回答の 19%）。 

→空き家バンクを整備しても、依然として流通しない空き家が売れ残っているという現

状を把握した。 

→空き家バンクの整備にとどまらず、流通性の乏しい空き家が蓄積する問題や、空き家

予備軍への対策も必要である。 

• 【利活用可能な空き家の掘り起こし】と【川上対策】は、空き家問題における最大の問題

であり、自治体主体というよりは民間主体の参画が期待される部分である。空き家所有

者情報の提供に係る各種の障壁がある現状は理解しているが、空き家の掘り起こしおよ

び川上対策における民間事業者のさらなる関与の可能性について議論してはどうか。 

• 地域によって空き家に係る課題や必要な対策は異なる。例えば「市場流通の可能性（≒需

要の有無）」「地域における担い手の存在」「空き家自体のフェーズ」「自治体の人口規

模」「全数調査の実施状況」「不動産業者の有無」等の要素をもとに地域のパターン分け

を行ったうえで、全宅連としてどのような対応が必要か議論してはどうか。 

《大川委員》 

• 川上対策の取組に対して宅建業者が参画するにあたり、かかる手間に対する収益性の低

さと、宅建業者としての責任問題の観点においてハードルがあると感じる。空き家の流

通に携わる宅建業者に対する公的な支援や、宅建業者が担う責任に関する柔軟な免責措

置等が必要ではないか。 

• 例えば、一定要件を満たす古い認定空き家等においては不適合欠陥部分に関する契約不

適合責任を免責する等の対処が必要ではないか。 

 関連：質議回答において北山氏より、売却後のクレームの多さが宅建業者参画の

障壁になっていること、重要事項説明に先立ち所有者に対して不動産の賃貸・売

買の基礎的情報についての説明機会があると望ましいことが挙げられた 

• 空き家所有者情報の取得において、自治体主体による同意取得が必須という点もハード

ルであると感じる。所有者が高齢者の場合、死亡後に相続人に所有が切り替わる際にど

う手当てするかという点も課題である。 

《中川寛子委員》 

• 住宅弱者の問題においても同様だが、福祉と不動産の乖離という問題があると感じる。

空き家を住宅弱者が利用する等、福祉と不動産の関係を考えていく必要がある。 

• 北山氏の取組を含め、空き家モデル事業の成果は全国の各地域においてもっと横展開を

促すべき。 

• 野澤委員の指摘の通り、地域による課題や対応の違いをパターン分けして俯瞰すること

が必要である。 

《吉村委員》 

• 地域に応じて異なる課題に対して、全宅連としても対応していかなければならない。 

《泉委員》 

• ふるさと福井サポートセンターは北山氏の自主的な取組であり、思いがなければ取り組

めない内容であると痛感している。宅建業者の参画にあたっては採算性の課題が障壁と

なる。公的な支援のありかたを検討する必要がある。 

■座長コメント 
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• 国の制度を検討するにあたり、自治体のみならず北山氏のような第三者団体を空き家対

策の主体として位置付けることが重要であると認識している。 

• また、そうした団体の取組に宅建業者がビジネスの観点で協働・連携することにより、事

務的な負担軽減等の貢献ができる側面があると考えるが、参画するには一定の収益性が

前提となる。 

• 宅建業者のビジネスが成立するような参画の在り方を今後検討していきたい。空き家の

マッチングに至るフローにおいてどのような取組に参画できそうか、またそれら取組に

対して公的にどのような支援やリスクヘッジができそうか、今後具体的に整理していき

たい。 
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（３）第 3 回 

１）議事 

1.「住まいの終活に向かう空き家の『掘り起こし』支援策の充実に向けて」 

  スピーカー：野澤千絵委員 

2.地域特性に応じた空き家対策上の課題と打ち手及び民間活用に着目したフェーズ毎の対応 

行動について 

3.空き家対策における PFS(成果連動型民間委託契約方式)の可能性について 

4.空き家対策の課題解決のために考えるべき視点（試案） 

5.意見交換 

 

２）野澤委員によるレクチャー：「住まいの終活に向かう空き家の『掘り起こし』支援策の充

実に向けて」 

空き家の掘り起こしに関する課題意識を共有頂くとともに、民間主体を中心とした取組事例の

紹介と、空き家の掘り起こし支援策構築に向けた論点について提案頂いた。概要は下記の通り。 

 

＜空き家の掘り起こしに関する課題＞ 

 空き家を活用・流通・解体に向かうための空き家処理者等への動機づけやアプローチ＝「掘

り起こし」を早期に行うことが重要。特定空き家等に近づくほど自治体の役割は増えるが、

掘り起こしフェーズにおいては民間の担い手が活躍する余地が大いにある。 

 但し、担い手候補の存在する地域であっても「とりあえず置いてある空き家」の所有者を

如何に動かし、街の世代交代を図るかという点は取組が不十分な状況。中でも地元にいな

い所有者等へのアプローチができていない。「待ち」ではなく「攻め」の所有者アプロー

チ策が不十分であると考えられる。 

 もう１点、認知症発症など意志判断が困難になる前に、特に高齢者施設等のあっせん等の

段階での住まいの終活をどう促進していけばよいかという課題もある。高齢者を対象とし

た住まいに関する相談に応じるワンストップサービス（例：三井のリハウス『シニアデザ

イン』）においても近年相談実績が増加している。 

＜空き家の掘り起こしに関する先進的な取組事例＞ 

 空き家活用の選択肢は多岐にわたっており、買取再販や時間貸し（例：カチタス、スペー

スシェア）等により１部屋単位で利活用してみることが空き家化防止や利活用につながる。 

 掘り起こしに関連するサービス事例として、庁内の複数部署で空き家情報を共有できるク

ラウドシステム（例：空き家活用株式会社『アキカツ調査 CLOUD』）の活用が有効と考

えられる。空き家情報は日々変化するため更新・共有が容易であることが重要である。 

 住まいの終活の事例として、高齢者施設入居の機会を捉えて住まいの活用方針の提案・相

談対応を行っている事例がある（例：株式会社こたつ生活介護（居住支援法人））。助産

院やコミュニティプレイスとして空き家を利活用した実績がある。 

 江津市波子町ではまちづくり活性化協議会が主体となって、地縁を活かして遠方の空き家

所有者に連絡を取る等の方法により空き家の掘り起こし・利活用促進を行っている。空き

家利活用が進み、移住者も増えてきている。 
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 空き家の解体においては、解体工事の一括見積サービスを提供している事例（例：クラッ

ソーネ）があるほか、和歌山県田辺市では市が空き家所有者と隣地所有者のマッチングを

支援して、不動産買取等を働きかけ、空き家所有者または隣地所有者による解体をサポー

トする助成制度等の取組を行っている。これにより過去５年間で 330 件の空き家解体を達

成している。 

 狭小な三角地といった流通性の低い物件を、所有者が多方面へ働きかけた結果、地元の宅

建業者が、地域貢献の観点から買取り駐車場として利用している事例がある。所有者と担

い手（宅建業者等）がいかに出会えるか＝マッチングが解決の鍵となることが示唆される。 

＜空き家の掘り起こし支援策構築に向けた論点＞ 

 地域特性（都市規模等）によって、不動産流通に関する担い手の有無や行政のマンパワー

等が異なり、それぞれにおいて必要な施策も異なってくる。 

 全規模に共通する論点として、高齢者施設入居の機会を捉えた住まいの終活支援、相続登

記の義務化（2024 年４月～）の機会をとらえた情報提供の充実が挙げられるほか、居住

誘導すべき区域で面的に空き家が増加しているエリア、あるいは空き家の増加が見込まれ

るエリアを中心にした、空き家所有者に対する早期アプローチ施策の充実が必要と考える。

そのほか、老朽化したミニ開発エリアや無接道敷地での流通性向上のための隣地統合支援

や、管理不全空き家も含めた空き家調査体制の構築・DX 化も有効と考えられる。 

 地方中小都市等の市町村職員のマンパワー不足が著しい地域においては、世代交代を図る

べき重点地域を対象に、空き家所有者情報の取り扱いやアプローチに関する柔軟化、「地

域レベルでの合意形成」手法等を検討することで掘り起こしの円滑化を図れないか。 

 小規模自治体・農山漁村等においては地域・集落単位できめ細かな対応が一層必要となる。

担い手となるまちづくり NPO 等の育成支援や、宅建業者等との連携、解体費負担に対する

支援等を検討すべきと考える。 

図 ４-２ 空き家の掘り起こし支援策構築に向けた論点 
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３）地域特性に応じた空き家対策上の課題と打ち手及び民間活用に着目したフェーズ毎の対応

行動について 

前回までの議論を踏まえ、都市規模別にみた空き家に関する状況の違いを改めて整理するとと

もに、地域特性に応じた空き家対策上の課題と打ち手について、「空き家の市場性」と「対策フ

ェーズ」の２軸を取り、下図の通り整理を行った。 

 
図 ４-３ 地域における空き家の市場性に応じて異なる課題と打ち手の整理 
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それぞれの対応フェーズにおいて行政が担う対応行動と、民間が担う対応行動を整理した。そ

のうえで、行政におけるマンパワー不足を補完する観点から、行政の対応行動のうち民間が担う

ことができる可能性のある事項について下図の通り整理を行った。 

 
図 ４-４ 行政および民間主体がそれぞれ対応可能なフェーズ毎の対応 

 

４）空き家対策における PFS(成果連動型民間委託契約)の可能性について 

自治体が資金拠出を行い、空き家問題を解決するための一手法として、空き家対策における

PFS(成果連動型民間委託契約方式)の適用可能性について提案した。概要は下記の通り。 

 

 川上、川下問わず、民間事業者（外部人材）の活用には「善意」か「活動資金」が必要で

ある。「善意」はふるさと納税の活用、クラウドファンディングの活用といった取り組み

がなされている。「活動資金」については金融機関からの借り入れが難しく、エクイティ

資金の調達（不特法など）が一部でなされている。 

 これまでも民間事業者の取り組み支援や「善意」の資金の取り込みについては『全宅連フ

ァイナンス研究会』で議論してきたが、新たな視点として、自治体が資金拠出を行い、空

き家問題（川上・川下）を解決することはできないかという観点から、PFS の活用可能性

について検討した。 

 人口減少は今後も進む可能性が高く、自治体財政は今後一層ひっ迫していく可能性が高い。

自治体にとって空き家の増加は財政を更にひっ迫させる大きな要因となり得る。一方、利

活用可能な空き家は自治体にとって大きな財産であり、空き家を利活用することにより移

住定住者を増加させるチャンスでもある。従って、所有者が判断可能な時期に「掘り起こ

し」を行い、利活用の可能性を模索すること、及び、利活用が不可能な物件の「掘り起こ
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し」も同時に行い、所有者に適切な処分を促すことが、今後必要な対応行動と考えられる。 

 一方で、自治体における空き家のリスクや将来にわたりかかる潜在的なコストは明示的に

把握されていない現状がある。具体的には、空き家探索、空き家相談会開催、外部事業者

の委託、郵便物発送、空き家バンク運営（開発・維持）、トラブル対策、代執行といった

多岐にわたる行政コストが存在する。自治体で空き家対策を担う部局が一元的に定まって

いないこと、さらには空き家利活用に係る改修費用について、自治体が負担できる財政的

な余裕がないこともあり、積極的な利活用促進を講じることができない状況にある。 

 従って、自治体が将来にわたりかかるコストを明示的に把握し、少しでも財政負担を軽く

する必要がある。 

 PFS のスキームは、自治体が負担している（負担が予想される）支出を原資として、民間

事業者に成果連動型の事業を委託し、課題解決に近づけ将来的な行政コスト削減を図る考

え方で成果連動型報酬を設定する。従って、例えば空き家登録件数、空き家ツアー参加者

数、再生イベント参加者数、空き家再生戸数、延べ宿泊者数といった成果指標をもとに事

業者の取組を評価するスキームとした場合、受託者はそれらの指標を達成するために空き

家の川上対策や空き家利活用に取り組むこととなり、結果として将来的なコストの削減を

含む空き家問題の早期解決に至る効果が期待される。受託事業者の目線では、宅建業者が

受託する場合、従来の媒介報酬等の「手数料」に依存することなく成果報酬を得ることが

できることから、従来以上に積極的に空き家所有者への働きかけを行う動機付けとなり、

空き家の川上対策や利活用が一層促進する効果が期待される。最終的な事業効果としては、

来訪者や関係人口の増加、移住定住の促進等につながるものと考えられる。 

 

５）空き家対策の課題解決のために考えるべき視点（試案） 

これまでの整理を踏まえ、全宅連として空き家対策の課題解決のために考えるべき視点の試案

について、事務局より表記の通り説明した。 
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６）議論要旨 

■委員コメント 

《野澤委員》 

• 空き家問題について、流通されない物件が再生することも必要だが、空き家の掘り起こ

しに結び付く支援・税制も求められる。 

• 小さな自治体にはマンパワーや財政面など、空き家問題に取り組むためのハードルがあ

るため、都道府県による支援が求められる。都道府県が実施する空き家事業や補助制度
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について、成果報酬型にすることも有効だと考えられる。 

• 地方中心・中小自治体でも空き家問題が顕在化している。空き家の掘り起こしや活用に

ついて、宅建業者とのマッチングや連携する仕組みを構築する必要がある。 

《大川委員》 

• 宅建業者は、媒介業務とそれに付随する業務を行っても媒介手数料しかもらえない。空

き家が社会問題化している昨今、空き家分野における宅建業者の業務内容について法律

やガイドラインによって明示することが求められる。一方、業務内容を明示しすぎても

柔軟に取り組むことができなくなってしまうため、その点留意する必要がある。 

《吉村委員》 

• 市場性が低いエリアでは、空き家に関する活動はあまり行われない傾向にある。限界集

落も問題となる中、物件をどのように生かすのか、または移住してもらうのか、検討する

必要がある。宅建業者の取組みについて、今の段階できちんとルール化し、対応してい

くことが重要だと考えられる。 

• 空き家問題について、自治体が NPO に丸投げし、NPO は対応可能な物件のみ対応・他の物

件は放置するような事例も見受けられる。宅建業者は、自治体から幅広く情報を取得し、

空き家問題に取り組むことが求められる。 

《中川寛子委員》 

• 地方部では、不動産市場が成立していないエリアが多い。そのようなエリアでは、宅建業

者間の競争がないため、市場が非効率な傾向にある。空き家問題の解決には、不動産市場

が成立していることが重要である。 

• 地方中小都市や農村漁村では、空き家問題は空き家単体で解決しない。移住や隣地統合

と組み合わせて取り組むことも重要となってくる。移住の場合は宅建業者単独で取り組

むことは難しいため、自治体と組むことが必要となる。事業者の収益性の問題は、業務の

拡大や報酬のあり方等、多角的に考えなければ根本的解決にはならないと考える。 

• 地方部では、住宅について代々住むか、売るか、解体するか、という決まった選択肢とな

っている。投資の観点により空き家が有効活用される事例もあるため、当該市場の掘り

起こしに、宅建業者が関与することも効果的だと考えられる。 

• 小さい自治体では、関係者同士が知り合いのため、互いに忖度し、空き家解消に向けた取

り組みが円滑に進まない可能性も考えられる。その点も含め、都道府県が空き家問題に

関与することは有効だと考えられる。 

• 商店街における店舗兼居宅の一部活用等、空き家を広く捉え、どこに焦点を当てると地

域全体にとって良いかという考え方で空き家問題に取り組むことも重要である。 

■座長コメント 

• 宅建業者が業態を拡大して空き家問題に取り組む場合、制度的な位置づけがあると良い

と考えられる。 

• 宅建業者は、包括的な空き家対策を行っていく旨を宣言し、具体の取組み内容を提示し

ていくことが求められる。 

• 空き家の活用については、間口を広げて多様なものを対象にしていくことも重要である。 
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（４）第 4 回  

１）議事 

1. 空き家特措法改正案の概要について 

2. 補足事例の報告 

3.本研究会とりまとめ案について 

4.意見交換 

 

２）空き家特措法改正案の概要について 

国土交通省住宅局総合整備課より、2023 年 3 月 3 日に閣議決定された空き家特措法改正案の背

景及び概要について説明があった。 

 現況として、その他空き家は年々増加しており、全国平均で全住宅ストックの 5.6%を占め

る。相続により空き家を取得した所有者が過半であり、所有者の約３割が１時間超離れた

遠隔地に居住している。また所有世帯の家計を支える者の６割超が高齢者である。所有者

実態調査によると、将来的な利用意向について「空き家にしておく」と回答する無関心層

や、賃貸・売却に向けた活動を行っていない層が大宗を占める。また空き家の主な管理者

は所有者や同居親族が７割を超え、管理の頻度や内容にはばらつきがある。 

 空き家の発生抑制や空き家の利活用・適切な管理・除却に向けた取組の強化等、空き家政

策のあり方を検討していく必要があることから、社会資本整備審議会住宅宅地分科会の下

に空き家対策小委員会を設置し、2023 年 2 月 7 日にとりまとめを行った。具体的な対策

の方向性として①空き家の発生抑制、②活用促進、③適切な管理・除却の促進、④NPO 等

の民間主体やコミュニティの活動促進に関して提案を行っている。 

 小委員会のとりまとめを踏まえ、空き家特措法の一部を改正する法律案を提出し、2023 年

3 月 3 日に閣議決定された。現行の「適切な管理の努力義務」に加え、国・自治体の施策

に協力する努力義務を所有者に課し、責務強化を図るほか、１．活用拡大（空き家活用促

進区域の設定に伴う各種規制の合理化や空家等管理活用支援法人制度の創設等）、２．管

理の確保（税制等による特定空家化を未然に防止する管理の促進、市町村が電力会社等に

情報提供を求めるケース等における所有者把握の円滑化）、３．特定空家の除却等（市区

町村に報告徴収権を付与、代執行の円滑化、市区町村による財産管理人の選任請求および

財産管理人による空き家の管理・処分等）の３つを柱として提案している。 

 

３）補足事例の報告 

第 3 回研究会における議論を踏まえ、宅建業者等による、空き家発生を予防する取り組み～売

買（仲介）後管理の実践事例、及び隣地取得で利活用に成功した事例について、事務局より報告

を行った。 

＜空き家発生を未然に防止する取り組み：「分譲、仲介後も、建物とお客様の管理をする」＞ 

 山万㈱：千葉県市原市ユーカリが丘のニュータウン開発において“成長管理型”の開発ス

タイルを貫く。年間 200 戸の定量供給を経て、団地内で売りに出された戸建て住宅を査定

価格で買い取り、リノベーションして廉価で提供する「ハッピーサークルシステムの導入」
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や、多世代が住みやすいよう子育て支援・高齢者施設等の整備を行っている。また、約 7,000

戸の既存世帯を定期訪問し、意見聴取等を行うとともに、民生委員や社会福祉協議会と連

携しながら単身高齢者への見守りや空き家対策等に取り組んでいる。 

 価値住宅㈱：一度の取引で終わる関係でなく「生涯顧客化のチェーン」を徹底し、売主側

の仲介においては建物評価やインスペクションを提供し、買主に引き継ぐ取組や、買主側

の仲介においてはインスペクション等に加えてリフォームプラン提供等も実施している。

さらに、10 年間の維持管理契約を結び、定期的な検査と建物管理報告を行うとともに、24

時間コールセンターを実施することで購入後も顧客をフォローする体制を構築している。 

 ㈱MY ROOM：長野市善光寺周辺の空き家と、新しくビジネスを始めたい小商いのオーナ

ーをマッチングし、10 年間で 100 軒の新たな拠点を生む。引き渡し後も移住者が地域と

溶け込むよう、新たに移住する借主に対して事業計画の相談対応やコンサルティング、ロ

ーカルルールの伝達や建物のトラブル対処等に応じている。対価として、通常の仲介手数

料＋リノベーション工事費に加え、引き渡し後、貸主・借主の双方から管理手数料を取得

している。実績として、斡旋したテナントの 97％が継続してビジネスを継続している。 

＜隣地所有者への売却事例：空き家の売却は、まず隣人から＞ 

 ㈱リライト：“負”動産になり困っている空き家、空き地の問題に取り組み、全国で 300

件以上の案件を解決している。購入者探しにあたってはまず近隣住民を直接訪ねる手法を

取っている。取組事例として、現況は雑木林である農地を隣地の事業者に購入してもらっ

た事例がある。当初は「地目が農地であるため購入不可」との意向であったが、航空写真

をもとに調査したところ農地法施行以前から山林であったことが判明したことから、農業

委員会と協議し地目変更登記を行うことで、売買を実現した。 

 NPO 法人つるおかランド・バンク：クランクした狭小な行き止まり私道を付け替えた実績

がある。私道に接する４区画の空き家を、解体後それぞれ隣地所有者に売却することで私

道を整形に付け替えることが可能となった。併せて前面の市道を拡幅することで交通利便

性も向上した。 

 （一社）大阪府不動産コンサルティング協会：空き家相談への対応にあたり、売却にあた

っては、「集約」を合言葉に、借地なら底地と、袋路の物件なら原因となっている手前の

物件との集約の可能性を追求している。事例として、接道がなく腐朽が進んでいる空き家

の処分にあたり、暫定的に空き家管理を代行したのち、隣地所有者に売却を行った。 

 

４）本研究会とりまとめ案について 

事務局より本研究会のとりまとめ案について説明を行った。 

 

５）議論要旨 

■委員コメント 

《野澤委員》 

• 宅建業者及び全宅連の目指すべき方向性については、政策研究会のとりまとめとして表

現を修正してはどうか。方向性に違和感はないものの、宅建業者目線がやや強い印象で
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ある。 

⇒（座長）宅建業者が社会において担うべき役割を整理するとともに表現を再検討する。 

• PFS 導入について全宅連が検討することには賛同するが、財政難の自治体においては自治

体以外から資金を調達するスキームも検討頂きたい。 

• 空き家・空き地の取得・利活用に対して税制優遇を行うことは、とりわけ都市部において

は投機的目的による取得・利活用に濫用される恐れがあることから、流通の見込めない

地域に限定する等、適用要件を慎重に検討する必要がある。 

⇒（大川委員）隣地統合に関しては、都市部においても促進することが有効なケースも

あるのではないか。 

⇒（中川寛子委員）都市部で流通していない空き家は所有者固有の問題が原因である場

合が多く、税制により流通促進する必要はないと考える。 

⇒（野澤委員）同意見である。所有者の課題が生じて以降も売買可能性は残されるため、

必ずしも税制優遇は不要と考える。 

⇒（座長）反対に、隣地統合のみ優遇してよいのかという点も議論が必要と考える。最

も利用ニーズが高いのは隣地所有者であることから、隣地所有者を優遇する必要性につ

いては私自身整理しきれていない。但し、だれも管理者が見つからない場合においては、

広く探索するよりも隣地所有者に管理を担ってもらうことは有効と考えられる。税制に

ついては引き続き検討を要すると考える。 

⇒（中川寛子委員）足立区にて防災上の観点から隣地統合を促進する優遇措置を行って

いる。都市部の空き家は接道・防災の問題とも密接であることから、適切な統合促進が

できるとよい。毛呂山町でも隣地統合に係る支援制度を施行している。 

⇒（野澤委員）毛呂山町の取組は宅建業者によるコーディネート能力が大きい。 

《大川委員》 

• 全宅連からの情報提供においては好事例だけでなく、マイナスの影響等についても周知

すべきと考える。例えば建築基準法の改正により木造２階建ての建築確認が厳しくなる

点は空き家改修の一定の制約となり得ると考えている。制約条件を把握せず空き家を取

得する等の行動におけるリスク情報の周知も行ってほしい。 

《中川寛子委員》 

• 空き家管理代行は一時的な対策であり、管理をきっかけに利活用等の意思判断を促すこ

とが重要。時間が経つにつれて「住宅も腐る」ということを消費者に周知する必要があ

る。提言もそのような内容としてほしい。 

《吉村委員》 

• 都心における空き家流通には十分採算性の可能性がある。地方においては税制優遇等も

検討すべきだろう。 

《事務局》 

• 遠隔地の所有者に対する相談会は対面とオンラインを併用する想定である。なお併せて、

現に空き家管理を行っている宅建業者のリストアップを協会に呼びかけてはどうか。遠

隔地に所有者が住んでいると、どの宅建業者が対応しているのかわからないという課題

がある。 

《泉委員》 

• 隣地統合の議論については、地方郡部ではまさに隣地所有者に頼んで購入してもらうと

いうケースもある。過疎化が進行していく今後、有効になるものと思う。 
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■座長コメント 

• 最終的なとりまとめについては座長および事務局に一任頂きたい。 

⇒（一同）承認する。 
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４－２ 論点の整理 

全 4 回の研究会において、今後のあるべき空き家対策を考える切り口として特に重要な論点とな

った内容を以下に整理する。 

 

（１）ターゲットを絞った戦略的な空き家対策の必要性 

空き家問題は地域や物件ごとの条件・状態によって個別性がきわめて高く、それに対応して講

じるべき打ち手も多岐にわたること、また空き家対策にかけられるリソースには限りがあること

等から、空き家対策については個別的な状況を整理したうえでターゲットを絞って議論すべきで

あるとの論点が、研究会当初より一貫して示された。 

個別性を整理するための軸はいくつかある中で、特に①都市規模に代表される地域ごとの各種

条件の違いに応じた「空き家の市場性」の差異、②空き家になる前の状態から利活用や解体に至

るまでの「空き家対策フェーズ」の２軸に着目して課題と打ち手の整理を行った。併せて、それ

ぞれの地域・フェーズにおける③取組主体の参画のあり方（論点（３）に記載）についても議論

した。 

関連して、自治体主体の戦略的施策という観点から、自治体内において特に重点的に対策を行

うべき区域を指定することの重要性や、当該区域において円滑に施策を講じることができるよう

特例や緩和等も検討すべきとの論点も示された。 

 

軸①：空き家の市場性 

都市規模に応じて人口規模及び動態、空き家の戸数や人口に対する割合、行政のリソース、担

い手の有無等、空き家に関する課題や対策の要件となる状況が異なる。とりわけ空き家の利活用・

流通を考えるにあたっては「空き家の市場性」の多寡によって課題・打ち手の違いがある点に着

目する必要がある。 

なお、空き家の市場性の乏しい地域（地方郡部、農山漁村等）においては、空き家・空き地の買

い手・借り手となる主体が少なく、流通が殆ど期待できない状況がある。そこで、一定の条件に

おいて隣地所有者による買取＝隣地統合を促進することも有効と考えられる。例えば隣地用途と

一体的に活用する場合や、需要のとりわけ乏しい区域に限定して税制優遇を行うことも考えられ

る。但しエリアによっては都市のスポンジ化の一因となりうる点や、投機的売買を予防すべき点

には配慮する必要がある。 

 

軸②：空き家対策フェーズ 

空き家の対策にはフェーズがあり、それぞれのフェーズにおいて行うべき重要な対策が存在す

る。そのうえで（２）に後述する通り、早期フェーズで対策を講じることが予防策として重要と

なる。また、一気通貫での対策フローを構築していくことも重要であり、すべてのフェーズにお

いて自治体等が所有者に対する働きかけや解決策の提供を行うことで、ボトルネックを解消する

必要がある。 

 



25 

 

 
図 ４-５ 都市規模別にみた空き家に関する状況の違い（再掲） 

 

 
図 ４-６ 空き家対策フェーズごとの行動・対応（再掲） 

 

（２）川上対策の重要性 

空き家は放置すればするほど悪影響が大きくなるため、放置させない未然の対応が重要である。

自治体を中心とする空き家対策主体ができる限り早期に対策を開始すること、及び空き家所有者

（または空き家になる前の住宅所有者）が早期に意思判断を行うことで、空き家の状況悪化を最

小限に食い止めることが可能となる。 

具体的には、福祉施設等への入居のタイミングや、相続人に義務付けられた相続登記のタイミ

ングを捉えて、空き家所有者に対して自治体から空き家管理や利活用・解体等の提案を働きかけ

ることが有効と考えられる。なおこれらの働きかけにあたっては、空き家所有者情報を部局間や

連携する外部団体等と円滑に共有・連携することが必要となる。 

空き家情報の掘り起こしにおいては、ふるさと福井サポートセンターから紹介のあった、町内

会等の地域コミュニティと連携した調査やマッチング機会取組手法や、居住支援法人が施設入居

相談と併せて空き家の利活用提案を行う取組事例（例：株式会社こたつ生活介護）等の先進事例

を参照しつつ、従前の自治体において取り組めていなかった積極的な川上対策のあり方を模索す

る必要がある。 
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（３）自治体と宅建業者等（民間主体）がそれぞれ果たしうる役割と課題 

議論に上った空き家対策の具体的な対応行動について誰が担い手として取り組むべきか、大き

く自治体と宅建業者等（民間主体）の 2 者に区分して整理を行った。 

１）自治体の役割と課題 

空き家対策において自治体が果たす役割は大きく、とりわけ空き家の周辺地域に対する悪影響

を抑止する観点においては自治体が主体的に対策を講じることが不可欠であるものの、自治体に

おけるリソース不足がボトルネックとなり対策が進まないケースも多く、課題となっている。特

に小規模自治体であるほど、空き家問題が顕在化しやすいにもかかわらずマンパワー不足が常態

化して対策を行えない、といった事態に陥りやすいことが考えられる。 

一方で、自治体単体では空き家の利活用や流通促進が進まないことも事実であり、宅建業者を

はじめとした民間主体にしかできない対応行動が存在することから、自治体と民間主体の連携を

図ることで空き家対策がより円滑に進むことが考えられる。さらに、自治体のリソース不足の課

題を踏まえると、本来自治体が担う役割を民間主体が補完することについても可能性がある。 

なお、自治体から民間主体へ委託を行うにあたっては、空き家対策を講じるための予算確保が

必須となる。本来は空き家対策の必要性や対策を行わないことによる負の効用等について庁内で

議論・整理し、適切な予算措置を行うことが必要であるが、空き家対策に専任する部署が存在し

ない自治体等においては予算を組成すること自体にもハードルがあることが推察される。予算確

保の一例として、移住定住促進の部局と連携し「移住定住検討者を呼び込むための空き家対策」

として行政課題を位置づけることで、移住定住に係る予算を空き家対策に充当するケースが見ら

れる（自治体ヒアリング調査による）。 

予算措置に係る課題を解決する一方策として、近年の新たな委託形式である PFS（成果連動型民

間委託契約）を適用することが有効である可能性がある。PFS は「成果発注」による委託方式であ

り、達成すべき成果目標を設定して、目標達成に必要な事業内容は民間等の事業実施者の裁量に

委ねることができる点で、従来の仕様発注とは異なっている。予算措置にあたっては、事業を通

して社会課題を解決することにより生じる将来的な行財政効果を試算し、それを原資として債務

負担行為による予算確保を行うことが可能となる。具体的には、空き家の利活用又は除却の促進

を最終的な目標としたうえで、所有者からの相談対応件数や再生した空き家の戸数等を指標とし

て成果評価を行い、成果に応じた報酬を支払うスキームが想定される。空き家対策に係るコスト

やソーシャルインパクトを整理・可視化する観点からも、空き家対策分野における PFS の導入に

は意義があるものと考えられる。 

２）宅建業者等民間主体の役割と課題 

宅建業者が空き家対策において積極的に役割を担うにあたって、最も障壁となりやすい要素は

収益性である。空き家対策事業者に対するヒアリング調査においても、地域貢献の観点から空き

家対策に取り組む事業者が複数存在し、ビジネスとしての収益性の確保は十分ではない。宅建業

者が従来以上に空き家対策に参画し、リーダーシップを持って活躍することを促すためには、宅

建業者が他分野との連携を図りながら幅広いコンサルティング業務等に関与できるような環境を

構築することが必要と考えられる。 

なお現在の宅建業法においては、宅建士が他分野と連携して行う業務に関しては業務範囲とし

て明確に規定されておらず、空き家に関する所有者等からの相談への対応や、自治体と連携して

空き家対策等に従事することについては位置づけがなされていない。従って、今後法改正等によ
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り業務範囲を明確化・拡大していくことで、空き家対策の担い手として位置付けていくことも有

効と考えられる。 

なお宅建業者の存在しない地域においては、担い手となる NPO 等の育成から着手する等の対策

も必要と考えられる。 

３）行政・民間による主な対応行動と、民間活用が期待される範囲の整理 

以上の課題を踏まえ、行政が担うべき対応行動のうち、宅建業者等民間主体が補完的に担うこ

とが期待される対応行動の範囲について、下図の通り整理を行った。民間活用により自治体のリ

ソース不足を補完できる可能性は大きいものと考えられる。 

図 ４-７ 行政・民間による主な対応行動と、民間活用が期待される範囲（再掲） 
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５．まとめ 

５－１  現状と課題の整理 

以上の論点を踏まえ、空き家対策における現状と課題を総論すると、次の３点が取組上の主な障壁

となっていることが推察される。 

（１）空き家対策の担い手として宅建業者のポテンシャルは高いが、参画にあたっては収益

性等の障壁がある 

１）空き家対策のプレイヤーとしてのポテンシャル 

空き家対策に携わる宅建業者への事前ヒアリング調査及び近年の空き家利活用事例等から、宅

建業者が地域の空き家対策のメインプレイヤーとなって、他の士業や自治体と連携し空き家の流

通・利活用促進に寄与している事例が複数確認された。宅建業者は、仲介業を軸とした空き家の

流通促進（例：空き家・空き地バンク等を活用したマッチング等）において重要な役割を果たす

とともに、空き家所有者に対する利活用メニューの提案（例：改修によるバリューアップ・賃貸

物件化の提案、解体に係る相談支援等）を行うことも可能な知見・ネットワークを有しており、

空き家対策の幅広いフェーズにおいてメインプレイヤーとなり得るポテンシャルを有しているこ

とが改めて確認された。 

２）収益性等の障壁 

一方で、市場性の低い空き家物件に対する相談対応においては、宅建業者としての採算性確保

が困難な状況であり、宅建協会会員に空き家相談員として参画してもらうための動機付けが難し

く、一部の有志の業者が相談員として対応している現状が確認できた。またふるさと福井サポー

トセンター北山氏によると「物件の価格査定や仲介において宅建業者と連携する際には、ビジネ

スの観点からなるべく宅建業者の手間を削減するよう配慮して、媒介契約の目途が立った段階で

初めて声をかけるようにしている」との指摘があった。宅建業者が空き家対策に参画するにあた

っては、収益性が障壁となることが示唆される。 

平成 30 年 1 月 1 日施行の告示改正により低廉物件の仲介に係る媒介報酬請求が可能になった

点は、宅建業者の参画を動機づける上では意義が大きいものの、労力に見合う対価として十分と

は言えず、収益性に関して引き続き課題が残っている状況が推察される。空き家対策において宅

建業者が「業としての収益性をいかに確保するか」の視点が欠かせないものと考えられる。 

３）情報利活用に係る障壁 

宅建業者が空き家所有者の探索や空き家情報の把握を行うにあたり、自治体が所有している空

き家情報にアクセスできない、または公表情報の収集にも非常に労力を要する等の課題がある。

空き家所有者情報は本来、国土交通省が定めるガイドラインに基づき外部提供が可能であるが、

所有者から情報提供に係る合意取得を行わなければならない等の条件が障壁となり、実際に宅建

業者等の担い手に対して円滑な外部提供を行っている自治体は多くはない実情である。 

 

（２）自治体はリソース不足等により十分な取組ができておらず、官民連携による民間活用

も進んでいない 

１）自治体におけるリソース（マンパワー・予算）の不足 

全国空き家対策推進協議会による協議会員の自治体に向けたアンケート調査によると、６割以
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上の自治体は行政のマンパワー不足を課題と捉えている一方、民間に対するアウトソーシングを

行う自治体は約４割弱に留まる等、空き家対策における官民連携は十分に進んでいないことが確

認された。併せて、官民連携を妨げる一因として、担い手となり得る NPO や民間事業者等がそも

そも地元に存在しない、または自治体がその存在を認知していない等、官民マッチングが不十分

であることも示唆された。 

また、山形県上山市、群馬県桐生市、東京都足立区の３自治体に対するヒアリング調査におい

ては、足立区・桐生市においては空き家対策に充てられるマンパワーが比較的充実している一方

で、人口規模の小さい上山市は、地域特性上より空き家に関連する課題が深刻化しやすいにもか

かわらず、自治体におけるマンパワー不足が常態化している状況が窺えた。また民間事業者への

外部委託を行うにあたっては、庁内にて予算を確保すること自体にもハードルがあることが窺え

た（桐生市ヒアリングにより把握）。積極的かつ前広な空き家対策を講じるにあたって、体制面

に課題を抱えている自治体が多く存在していることが示唆される。 

２）空き家所有者情報外部提供に係る障壁 

これらのリソース不足の課題に加えて、民間事業者等と連携するにあたっては、空き家所有者

情報の外部提供が障壁となっていることが分かった。桐生市の事例では、空き家所有者への連絡

や情報提供に係る合意取得は自治体職員が取り組まざるを得ず、労力がかかるもののアウトソー

シングができていない状況である。また所有者情報の管理については、空き家所有者探索のため

に必要な情報を担当部局において GIS 上で一元管理しているものの、個人情報保護の観点から、

他部局との連携・提供は行っていない等、部局間連携においても課題が残っている。 

 

（３）空き家の早期段階から「川上対策」を行うことが重要だが、意識醸成や取組が進んで

いない 

空き家対策の「川下」に該当する利活用や流通促進のフェーズにおいては、空き家・空き地バ

ンクの整備・運営を行う自治体が増えているほか、空き家の市場流通のポテンシャルを有する地

域においてさまざまな利活用のあり方が事例として蓄積されている。一方で、空き家問題に対す

る抜本的な対処を行うには、空き家化させない未然の予防策や、空き家に対して問題意識を有し

ていない所有者に対して、空き家の状態が悪化する前に働きかけるといった「川上対策」が欠か

せない。 

自治体における全国空き家対策推進協議会調査によると、自治体が所有者不明の空き家等に対

して現状行っている対応として、「管理不全の状態には至っておらず、利活用が可能な所有者不

明の空き家等」に対しても「経過観察」（47.1%）や「特に何もしていない」（31.4%）の回答が圧

倒的に多く、「空き家バンクへの登録」（11.0%）や「不在者財産管理制度・相続財産管理制度」

（7.7%）等の対策はごく少数に留まっている。こうした調査結果からも、自治体において、早期

に対策を講じることで空き家に起因する悪影響を最小限におさえようとする意識醸成が進んでい

ない、またはどのように取り組めばよいか打ち手が見えていない等の課題が示唆される。 
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５－２ 本研究会における提言  

～自治体に期待する方向性及び宅建業者・全宅連が目指すべき方向性と公的支援等の可能性

～ 

現状と課題を踏まえ、今後の空き家対策において自治体・宅建業者・全宅連がそれぞれ目指すべき

方向性と、それらを実現するにあたって必要と考えられる国等による支援や制度改定等のあり方につ

いて、以下の通り整理を行うとともに、本研究会の提言をまとめた。 

 
表 ５-１ サマリー：空き家対策において各主体が目指すべき方向性 

自治体に期待する方向性 

１）地域特性（自治体規模や空き家の市場性等）によって異なる課題を把握し、適切な対策を実施する 

２）空き家の「フェーズ」を意識し、管理不全空き家にさせないための早期段階＝川上の対策を戦略的に行う 

３）空き家対策に係る自治体のマンパワー不足を官民連携により補完する 

宅建業界が目指すべき方向性 

１）地域の空き家対策の中心的な担い手として、自治体と積極的に連携し包括的な取組を担うとともに、人口減少

下における新たなビジネスモデルを構築する 

２）空き家化を防ぐ観点から不動産管理業務の充実を図り、所有者への意識啓発に寄与する 

３）地域からの空き家相談に対応できる体制づくりのための人材育成等支援を行う 

４）全宅連として遠隔地に居住する所有者に向けた空き家・空き地遠隔地相談会等を実施する 

５）全宅連としていつでも空き家の先進事例や各種情報を得られる環境づくりを行う 

６）改正空き家特措法の趣旨を踏まえた「空家等管理活用支援法人」への指定に対応する 

７）宅建士が地域の空き家対策に積極的に取り組めるよう、全宅連として宅建業法における宅建士の業務範囲の明

確化を働きかける 

８）全宅連として、自治体の空き家対策における PFS(成果連動型民間委託契約)方式の導入可能性を検討する 
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（１）自治体に期待する方向性 

図 ５-１ 地域における空き家の市場性に応じて異なる課題と打ち手の整理（再掲） 

１）地域特性（自治体規模や空き家の市場性等）によって異なる課題を把握し、適切な対策を

実施する 

空き家問題は地域特性によって個別に異なることを踏まえ、地域に適した空き家対策の戦略を

持って対策を講じることが重要である。特に、地域の空き家の市場性（都市規模等により異なる）

に応じて、とくに対策すべき課題とそれに対する打ち手は異なるものと考えられる（図５-１）。

例えば「③市場性・需要に乏しく流通が困難な地域」においては、空き家情報の活用による需給

のマッチングを図る対策よりも、より川上の段階において空き家発生の予防を図る対策の方がよ

り重要性が高いと考えられる。反対に「①一定の需要があり市場流通が可能な地域」においては、

基本的には市場原理に基づき空き家の流通が可能であることから、自治体の役割は、市民の相談

に応じることのできる窓口の提供や、市場流通が困難な特定空家等に対する除却等の対応等によ

り重点を置くこととなる。これらの中間に該当する「②工夫や適切な支援等により市場流通が期

待される地域」においては、市場原理だけでは流通促進が進まないいくつかの障壁に対して、自

治体が旗振り役となって対策を講じることの重要性が大きいと言える。各フェーズにおいて自治

体が所有者等に対して積極的に働きかけるとともに、自治体単体だけでなく民間主体とも連携し

て、空き家の発生予防から利活用促進まで一気通貫でサポートを行うことが必要と考えられる。 

２）空き家の「フェーズ」を意識し、管理不全空き家にさせないための早期段階＝川上の対策

を戦略的に行う 

空き家を放置すればするほど衛生上・安全上・景観上等の問題は増大し、地域に対する悪影響

が甚大となるだけでなく、所有者探索がますます困難となり、結果として除却等に係る自治体の

財政負担も膨れ上がることとなる。時間軸とともに深刻化するこれらの問題に対して、自治体が
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問題意識を持ち、空き家対策のフェーズを意識して早期に働きかける意識を醸成することが必要

である。空き家が危険な状態になるまで経過を観察するのみで、特定空家への指定や代執行等を

躊躇う、といった消極的な姿勢から、将来発生する財政負担を適切に把握したうえで、必要な人

員体制を構築し、戦略的に課題を解決していく姿勢へと発想を転換することが必要と考えられる。 

具体的には、空き家所有者や、空き家予備軍となる住宅の所有者（例：遠隔地に居住する相続

人等）に対して、相続や福祉施設入居、転居等の契機をとらえて早期対策を働きかけ、空き家化

させない未然の対策を促すことで、空き家発生を効率的に予防することができる。川上対策の具

体的な手法については先進的な事例が蓄積されつつあることから、好事例の横展開を行っていく

ことが有効と考えられる。 

３）空き家対策に係る自治体のマンパワー不足を官民連携により補完する 

川上対策を戦略的に進めていくにあたって、自治体のマンパワーのみでは限界が生じることが

想定されることから、宅建業者をはじめとした民間主体との連携が不可欠と考えられる。地域に

根付いている宅建業者や工務店等と連携を図るほか、担い手となる NPO 等の人材・団体を自治体

が育成支援を行うといった方策も有効と考えられる。 

連携のあり方は、協定や委託契約等、多様な選択肢が想定される。自治体において空き家対策

を外部委託する予算を確保することに障壁があるという課題はあるものの、予算を確保したうえ

で民間主体へアウトソーシングを行い、川上対策を積極的に実施することを通して、中長期的な

財政負担を削減できる可能性についても検討すべきである。この観点から PFS(成果連動型民間委

託契約)の導入についても検討の余地があるものと考えられる。 

 

（２）宅建業界が目指すべき方向性 

１）地域の空き家対策の中心的な担い手として、自治体と積極的に連携し包括的な取組を担う

とともに、人口減少下における新たなビジネスモデルを構築する 

宅建業者は、地域住民や専門業者等とのネットワークと、当該地域の住宅流通市場に関して豊

富な知見を有している点で、地域の空き家対策の担い手として大いにポテンシャルを有している

ことから、今後は従来の仲介業務に留まらないさまざまな視点から収益モデルを検討し、人口減

少下におけるビジネスモデルを構築し、行政や地域からの要請に応えられるようにする必要があ

る。具体的には、空き家所有者に対する意識啓発や、利活用促進の相談対応、空き家管理代行、

利活用検討支援、解体支援等、あらゆる対策フェーズにおいて支援提供が可能と考えられる。宅

建業者が、一気通貫で包括的な空き家対策の支援を行う担い手として空き家対策のコーディネー

ター役として、地域における取組のリーダーシップをとり、単独または他業種等とのリレーショ

ンを構築して空き家の出口戦略の適切なアドバイザーとなることが望ましい。将来的には、空き

家コンサルティング業や管理業等、新たな業態の確立を期待したい。 

２）地域からの空き家相談に対応できる体制づくりのための人材育成等支援を行う 

宅建業者が空き家対策において重要な役割を果たすためには、空き家ビジネスをメインに取り

組んでいる会員のみならず、他の会員においても、地域から相談を受けた場合等において適切な

初動対策をアドバイスできるよう、空き家・空き地に関する最低限の知識・スキルを備えておく

必要がある。従って全宅連が主体となって、会員に対して空き家・空き地対策に係るノウハウ共

有や人材育成に取り組み、地域の空き家対策の担い手としてのスキルの底上げを図ることが有効

と考えられる。 
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３）空き家化を防ぐ観点から不動産管理業務の充実を図り、所有者への意識啓発に寄与する 

空き家化を未然に防ぐ川上対策の一つの手法として、空き家化しうる契機を捉えて空き家管

理代行サービスを所有者に提案・提供するとともに、管理報告等を通じて所有者の意識を醸成

し、最終的な利活用等の意思判断を促すことが大いに有効と考えられる。 

一般的に、居住者が一時的・不定期的に不在となること（例：入院や福祉施設への入居）

や、遠隔地に居住する者が所有者となること（例：転居や相続）等を契機として空き家化が進

行しやすい。そこで、宅建業者が空き家管理を含めた空き家対策のコーディネーターとして、

暫定的な空き家管理代行を担うとともに、その後の利活用方法等について所有者に対してアド

バイスすることを含めて、空き家所有者の住まい方や資産運用に寄り添った支援を担っていく

ことが望ましい。 

４）全宅連として遠隔地に居住する所有者に向けた空き家・空き地遠隔地相談会等を実施する 

地方部に空き家を所有している都心部在住の方向けに、空き家・空き地遠隔地相談会を開催す

ることが有効と考えられる。具体的には、全宅連が主体となって、宅建協会において空き家相談

員として活動している宅建業者を中心として、都内において相談会を開催し、空き家・空き地の

処分や管理等について所有者の相談に応じることが想定される。 

なお、相談会の周知や相談対応の方法については、従来の相談会以上に工夫が求められる点に

留意する必要がある。都心部在住の空き家所有者は地縁のつながりが乏しいことが想定されるた

め、SNS 等を活用した広告発信や、都内で賃貸管理等を行う宅建業者を経由した周知等、空き家所

有者にリーチする適切な周知を行うほか、オンラインと現地を併用した相談対応や現地確認等も

有効と考えられる。 

また、空き家の利活用等に対して相談に応じることのできる各地の宅建業者をリストアップし、

空き家所有者に対して情報提供することで、空き家の掘り起こしや利活用促進に寄与できる可能

性がある。さらに、より発展的な取組として、全宅連と都道府県宅建協会のネットワークを生か

した相談体制を構築することも検討すべきと考えられる。 

５）全宅連としていつでも空き家の先進事例や各種情報を得られる環境づくりを行う 

宅建業者が主体となって空き家対策に有効な対策を講じている好事例や、対策における留意点

等について、会員に向けて積極的に事例展開を行うことが重要である。全宅連はこれまでも、空

き家対策に取り組む会員の取組事例を収集・発信してきているものの、情報へのアクセスの容易

性と伝わりやすさに配慮して周知発信手法を工夫する等、引き続き事例展開を行っていく。具体

的には、空き家・空き地に関する各種制度を周知する特設コーナーを設置するとともに、各地で

創意工夫をこらして空き家ビジネスに取り組んでいる事例をユーチューブ等で配信し、空き家ビ

ジネスの新たなヒントや情報をいつでも得られるよう、積極的な情報発信を展開する等の取組が

必要と考えられる。 

６）改正空き家特措法の趣旨を踏まえた「空き家等管理活用支援法人」への指定に対応する 

今般の改正空き家特措法（令和 5 年 3 月 3 日閣議決定）では、空き家の活用拡大を図るため、

空き家等の管理や活用に取り組む一定の法人を「空き家等管理活用支援法人」として指定し、所

有者への啓発や相談等を推進することとしている。全宅連傘下の都道府県宅建協会は既に地方公
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共団体と空き家協定を締結し活動している実績があることから、宅建協会が支援法人として積極

的に指定されるよう、全宅連として側面からバックアップを行うことが有効と考えられる。 

７）宅建士が地域の空き家対策に積極的に取り組めるよう、全宅連として宅建業法における宅

建士の業務範囲の明確化を働きかける 

「（２）宅建業者が目指すべき方向性」に示したように、宅建業者が今後地域の空き家対策の

担い手として活躍できるよう、全宅連がそのための環境構築を推進する必要がある。 

その一環として、宅建士が地域に対して果たすべき役割を明確化するため、宅建業法において

宅建士の業務範囲を明確化・拡充する形で位置付けることが重要と考えられる。 

具体的には、宅建士が地域の空き家相談に応じる・利活用方策を提案する、あるいは自治体や

他分野のプレイヤーと連携して空き家に関するコンサルティングを行うといった業務に関して、

現行の宅建業法においては明確化されていない。全宅連として、宅建士が空き家対策において活

躍する機会を拡大するとともに、人口減少時代における宅建業の持続的かつより一層地域に根差

した経営のあり方提案していくため、宅建業法の改正等を視野に、宅建士の業務範囲のあり方に

ついて検討・働きかけを進めていくことが有効と考えられる。 

併せて、改正民法等で創設された所有者不明土地建物に係る所有者不明土地・建物管理人制度

においては、現状では管理人としての宅建士の関与は特段想定されていないが、宅建士も管理人

として選任され、所有者不明土地・建物の利活用が円滑化するよう、検討及び必要な働きかけを

行うことが有効と考えられる。 

８）全宅連として、自治体の空き家対策における PFS(成果連動型民間委託契約)方式の導入可

能性を検討する 

空き家対策において PFS を導入するにあたっては、宅建協会や会員事業者が当該事業の中核的

な担い手となり得るポテンシャルを有していると考えられる。そこで、全宅連が主体となって、

空き家対策における PFS の導入可能性について検討を行う。 

空き家分野における PFS 事業の導入にあたっては、自治体と連携し、事業化に向けた具体的な

議論を交えつつ検証することが有効と考えられる。具体的には、空き家対策を早期に実施するこ

とによる将来的な行財政効果を正確に試算したうえで、効果額を上回らない適切な事業費を設定

することが求められる。また、自治体予算のみを原資とする PFS と併せて、民間資本を導入する

SIB の導入可能性についても検討を行う等、資金捻出のあり方や工夫については検討する必要が

ある。 

先進事例の創出に向けて、全宅連会員と自治体のマッチングを支援することも視野に入れて、

会員事業者に対するヒアリング等も実施することを検討する。 

 

※PFS とは： 

国又は地方公共団体が、民間事業者に委託等して実施させる事業のうち、解決すべき社会課題に

対応した成果指標を設定し、支払額を当該成果指標値の改善状況に連動させる事業を指す。官民

が連携して社会的課題の解決を図っていく新たな手法であり、効率的、効果的な事業手法として

近年活用事例が増加している。 

 

５－３ 国等に期待される支援や制度改定等（案） 

以上の方向性を自治体・宅建業者・全宅連が目指していくにあたり、国等の公的機関から以下の
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ような支援や制度改定等があると、取り組みをより推進できるものと期待される。 

 

○自治体による戦略的な空き家対策に資する支援等 

 地域ごとの空き家の市場性を考慮した、地域に適した空き家対策のあり方を示すマニュアル

等を整備 

 重点的に対策を講じるべきエリアに対して、空き家所有者情報の取り扱いやアプローチに関

する柔軟化、合意形成の簡略化等を可能とする 

○川上対策の促進に資する支援等 

 投機的取引への配慮や、制度を創設した場合の効果、他の制度との関連性等を考慮しつつ、

一定の空き家の取得・活用（取り壊して新築する場合を含む）を促進する税制支援や、一定

の空き家・空き地等の隣地所有者による空き家・空き地等の取得及び従前地と一体的な活用

を促進する税制支援について検討 

※但し、投機目的による売買等を防止する観点から、民間主体による流通性が低い地域に限

り適用する等の運用を検討する必要がある 

 公的機関をハブとした、福祉分野と宅建業界との連携を通じた空き家利活用の促進 

○空き家対策の担い手として宅建業者等の民間主体が活動するための支援等 

 自治体と、担い手となる宅建業者等とのマッチング機会の提供等、官民連携を促す支援 

 空き家対策の担い手となるまちづくり NPO 等の育成・事業支援 

 自治体と宅建業者等が連携して行った空き家対策事例の展開 

 宅建業法の改正（宅建士の業務範囲を明文化） 

 自治体から民間事業者等への委託にあたり、空き家所有者情報の外部提供をより円滑にする

ためのガイドライン改定及び活用の促進 
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別添資料 1 空き家対策事業者に対する事前ヒアリング調査実施概要 

 

事前ヒアリング対象事業者一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒアリング項目 

１．貴社の事業内容（特に空き家や空き地の流通や活用面の取り組みについて教えてください。 

２．空き家や空き地を流通させたり利活用する際の障害になっていることや、それらに対する取り組

みや要望について教えてください。 

■情報収集フェーズ 

- 「空き家の顕在化について」 

 空き家があっても、それが空き家バンクに登録されない、流通市場に出にくいという課

題があると聞きますが、どのようなことがその原因となっていますか。 

 それに対して、具体的に取り組まれている方策や、どのような仕組み（法律、税制等の

制度）が望まれるでしょうか。 

■企画提案・流通フェーズ 

- 「空き家を流通させる際のコスト（リスク含む）と収益のバランスについて」 

 空き家バンクなど、空き家事業に参加する宅建業者が少ない理由として、物件を流通さ

せる難易度と仲介手数料などの収支が合わないといった意見が聞かれます（特に低額空

き家の場合）。空き家の媒介において、特に収支に影響を与える業務（追加的に発生する

業務、特に負担が大きいと思われる業務）をお教えください。 

 多くの宅建業者の参加を促すには、どのような仕組み（法律、税制等の制度）が望まれ

るでしょうか。 

■利活用フェーズ 

- 「空き家を利活用する際の法律や制度について」 

 空き家の流通や利活用する際に、建築基準法、農地法、相続未登記等が障害になること

があると聞きますが、どのような項目について規制緩和すると、流通や利活用が促進さ

れますか。 

 空き家や空き地の流通促進のために、「一定の低未利用地を譲渡した場合に譲渡益から

100 万円を控除する特例措置（R2 年施行）」及び「相続によって取得した空き家を譲渡

した場合に譲渡益から 3,000 万円を控除する特例措置（H28 年施行）」が設けられました

が、これらの制度の使い勝手や要件等についてご意見をいただけますか。 

- 「空き家を利活用する際の資金調達について」 

得意分野 ヒアリング先 

空き家相談 大阪府大阪市 A 社 

空き家バンクにおける行政との連携

等 

新潟県上越市 B 社 

富山県高岡市 C 社 

ランドバンク 山形県鶴岡市 D 社 

利活用 京都府京都市 E 社 

１００万円控除の活用 
宮崎県都城市 F 社 

長野県茅野市 G 社 
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 古い空き家を利活用する際、改修コストをオーナーもユーザーも確保しにくいケースが

ありますが、どのような方法で資金調達をしているのでしょうか。 

 不動産特定共同事業やクラウドファンディングを利用されたことはありますか。 

 資金調達の方法について金融機関や行政に望むことはありますか。 

- 「空き家を利活用するユーザーの獲得」 

 空き家を活用したいというユーザーのプロフィールについて教えてください（年齢、現

在の居住地等）。 

 そのような、利用希望者をどのようにして集めているのでしょうか。 

■その他 

- 「地方自治体の空き家バンクに関する連携について」 

 地方自治体と連携して空き家バンクの運営に取り組むことも多いと思いますが、具体的

に行政と宅建業者とどのような役割分担をされておられますか。 

 行政に対する要望があれば教えてください。 

３．その他 

 その他、空き家・空き地の流通や利活用を進める上で必要だと思われる仕組み（法律、

税制等の制度）があれば教えてください。 

 

○ヒアリング調査の結果 

調査結果のサマリーは以下の通り。また後段に各ヒアリング項目において得られた意見要旨

を記載する。 

○サマリー 

■ 情報収集フェーズ 

空き家の顕在化に係る課題は改善されつつある。地域によっては周知不足等の課題が引

き続きあるものの、意識醸成が進んでいる状況。 

■ 企画提案・流通フェーズ、利活用フェーズ 

市場性の低い物件に対する相談対応を持続する上で、採算性確保は引き続き課題。現状

では有志の宅建業者がボランティア対応している。（事例：空き家バンク登録に協力した

宅建業者に対して自治体が助成金を交付。） 

また、下記の通り法令等に関する要望および課題の指摘があった。 

■ 農地関連 

 農業委員会の法改正対応を迅速化してほしい。動きが遅く、農地取得時の下限面積の緩和

が進んでいない。 

 農地転用や相続物件の売却は反復継続のリスクがあり取り組みづらい。媒介契約を行う物

件については合法とする等の措置をしてほしい。 

■ 固定資産税関連 

 解体直後から課税されることが解体を抑制する一因となっている。解体・流通促進のため

解体直後の課税を猶予してほしい。 

 非居住の住宅については追加課税することで解体・流通を促進できるとの意見と、周辺に

不利益を生じない住宅であれば残置すべきとの意見があった。（事例：自治体により非居
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住住宅に対する課税制度「空き家税」を施行。） 

■ 建築・接道関連 

 接道等に係る建築審査会の判断にコスト・期間を要する点を改善してほしい。 

 道路・開発等に係る自治体判断に対しては国から一定の基準を示してほしい。自治体によ

っては制限の妥当性に疑問がある（事務手間削減を優先して地域の事情を考慮していない

のではないか）。 

■ 一定の低未利用地を譲渡した場合に譲渡益から 100 万円を控除する特例措置について 

 流通の後押しとして非常に有効。特例措置の延長を要望する声が多数。 

 価格要件（500 万円以下）はやや低い。市場を鑑み 700～1,000 万円に引き上げてほし

い。 

 短期的な利用需要にも対応できるよう、所有年数の要件は 5 年以下に短縮可能または撤廃

してほしい。  

 譲渡後の用途の要件を緩和してほしい。露天駐車場利用は NG 等、制限が厳しい面があ

る。 

■ 相続によって取得した空き家を譲渡した場合に譲渡益から 3,000 万円を控除する特例措置に

ついて 

 地域資源として保全すべき町家等の物件は、現状建物のまま譲渡した場合も控除対象とし

てほしい。現状では同特例措置によって地域資源を解体促進する結果となっており問題。 

■ 低廉物件の媒介報酬（18 万円）について 

 空き家対策への参画動機として有効。宅建業者の収益性改善に寄与している。 

 但し、地方の低廉物件においては請求しづらいという課題もある。 

 買主からも同額程度の手数料を請求できるようにしてほしい。 

■ その他法令について 

 立地適正化計画に応じて、宅地を非宅地に変更し自然に戻していていく措置が必要ではな

いか。流通が難しい物件を市場から排除することが流通促進の契機となり得る。 

 認知症の方に対して、空き家処分に限定して一時的に成年後見制度を活用できるようにし

てほしい。 

 定期借地契約の期間（50 年間）を短縮できるようにしてほしい。 

■ 資金調達・ユーザー獲得関連 

 改修資金の調達が流通・利活用のボトルネックとなりやすい。近年では空き家の改修・賃

貸に対する個人投資家からの関心が高く、改修費調達スキームの工夫がみられる。 

 住宅困窮者やペット飼育のニーズに着目した賃貸事例が増えている。 

■ その他：地方自治体の空き家バンクとの連携 

 市場性の低い物件が集まりやすく採算性の課題がある。（事例：一部自治体でバンク運営

者（NPO）に市予算を充て、市場性の低い物件の対応に係る人件費に対応。） 

 全国版空き家バンクは自治体の空き家バンクとのデータ連携に対応してほしい。 

 

○意見要旨：空き家・空き地の流通・利活用の障害、およびそれらに対する取組・要望〉 

■ 情報収集フェーズ / 空き家の顕在化について 
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• 情報収集に関する課題は改善されつつある。これまでの周知や相談窓口の取組により市

井の意識醸成が一定程度進んで、空き家の生前処分や売却への抵抗感が軽減され、相談し

やすい＝情報が集まりやすい状況となっている。 

• ※但し、相談会への参加者が思わしくないとの声もあり、周知については引き続き改善

策が必要。 

• 具体的な取組の例： 

自治体と連携した相談窓口・相談会の開設、各戸へ案内送付、自治会長への周知・講習 

等 

■企画提案・流通フェーズ / 空き家を流通させる際のコスト（リスク含む）と収益のバランス

について 

• 市場性の低い物件に対しては宅建協会会員も参画の動機が薄く、有志の業者のみが相談

員として対応している現状。引き続き空き家が増加していくにあたって相談対応体制を

どう構築すべきか課題である。 

• 某市では空き家対策に取組み空き家バンク登録に至った場合に宅建業者に対して１件あた

り３万円の助成を行う制度を創設した。 

• 空き家の媒介に係る経費については、物件調査を最低限簡易化することで削減している。

設備調査や測量、残置物処分などは買主負担としている。 

■利活用フェーズ / 空き家を利活用する際の法律や制度について 

①農地関連 

• 農振地区や山林に該当する土地は、用途の制限や規模が問題となり処分・流通が極めて難

しい。 

• 農水省は農地取得時の下限面積をより柔軟化する方向で法改正を進めている。取得の下限

面積を 1 ㎡まで引き下げている自治体もある一方で、農業委員会の対応が遅い自治体で

は下限面積の引下げができておらず、宅地に取り込まれた小規模農地などの取扱に苦慮

している。 

• 用途地域外の農地について宅地分譲できない（５条許可が下りない）点についてもなんと

か分譲できる仕組みにできないか。 

• とりわけ農地の転用や相続物件の売却・分割販売に関して、反復継続に該当する可能性が

出てきてしまい取り組みづらい。媒介契約を行った物件については合法の取扱としてほし

い。 

②固定資産税関連 

• 上物が老朽化しており更地で販売せざるを得ない物件において、解体を行うと直後から

固定資産税が課税されてしまうことが、解体を躊躇させる要因となっている。解体後、

更地として売買するまでの１～2 年間において固定資産税を猶予・減免する制度がある

と、解体・流通が進むと考える。 

• 居住していない住宅を物置等に使用している物件に対しては、固定資産税を上乗せする施

行も有効と考える。 

• （⇔）解体を基調とした制度設計には疑問がある。周辺地域に不利益が生じないよう管理

していれば必ずしも解体する必要はなく、利活用したい人が現れるまで残存させる選択肢
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も有効と考える。 

• 某市では空き家の有効活用促進のため、居住していない住宅に対し「空き家税」を導入

し課税することとなった。セカンドハウス需要者に対しては大きな負担となる。 

③建築・接道関連 

• 建築基準法については改修を考慮した法改正を要望する。「主要構造部の過半の修繕等

をする場合は確認申請が必要」との規定は、戸建住宅の改修のボトルネックとなる。例

えば階段や屋根の垂木の修繕が容易にできない状況。 

• 接道に係る建築審査会の判断にコスト・期間を要する点について改善してほしい。審査

以前にコストがかかるうえに利活用の見通しが立たないため、接道の問題を抱えるような

複雑な案件が忌避される結果となっている。改善策として、建築審査会にかけずに判断で

きるような基準を示す、審査手続を簡略化する、等が考えられる。 

• 位置指定道路や開発許可の基準は国から一定の基準を示して欲しい。現状では自治体に

委ねられているが、自治体によって統一性がなく、市民目線から妥当性に疑問がある制限

内容もある。 

• 密集市街地等においては個々の空き家ではなく面的な対処（ミニ開発等）が必要な状況。 

④「一定の低未利用地を譲渡した場合に譲渡益から 100 万円を控除する特例措置」について 

• 地方では低廉物件が大半であるため、同措置が流通の後押しとなっている。特例措置の延

長を要望する。 

• 隣地所有者が駐車場利用等のために買い取る場合に同措置を使うことができない、といっ

た利用上の制約がいくつかあるため、よりスムーズに活用できるよう改善してほしい。 

• 同措置は５年以上所有した土地が対象となっているが、所有年数の要件を撤廃してほし

い。短期的に所有するケースにも適用したほうが経済活性化につながるのではないか。 

• 500 万円を少し超過する 600～700 万円の物件も多いため、700～1,000 万円以下は対象と

する等、市況に合った措置としてほしい。 

⑤「相続によって取得した空き家を譲渡した場合に譲渡益から 3,000 万円を控除する特例措置」

について 

• 地域資源として本来保全・活用すべき物件（町家等）までもが解体を促進される結果と

なっている。地域にとって価値のある物件については自治体で基準を示したうえで、解

体せず相続後譲渡した場合も控除対象要件に加えるといった対応が必要。 

（補足：町家において耐震改修を施してから売却するケースはほぼないため、譲渡の場合

は同制度を活用できず、解体を誘導する結果となっている） 

⑥低廉物件の媒介報酬（18 万円）の請求について 

• 空き家は増加し続けており、低廉価格での流通が避けられない状況。低廉物件の仲介に係

る手数料を規定した制度改定は、宅建業者が空き家取引に参画する動機として意義が大き

い。 

• 実際に手数料を請求できているかについては、事業者判断および地域性によりばらつき

がある。地方における低廉物件の場合は、諸費用を除いた売却利益はごくわずかであるた

め、手数料を請求しづらい実情。 

• 宅建業者の収益性の観点からは同制度だけでは不十分である。買主からも同額程度の手
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数料を請求できるようにしてほしい。現状では低廉物件における買主の負担はごく小さ

いため、手数料を支払うことに対してさほど抵抗はない印象。 

⑦その他法令 

• 立地適正化計画の居住誘導区域外や都市機能誘導区域外の空き家については、住宅を除

却したのちに地目を山林・原野・畑等に変更して非宅地＝自然に戻していくことも必要

ではないか。流通できないものを市場から排除することが流通促進の契機にもなり得ると

考える。 

• 認知症の方に対しては成年後見制度を活用しないと空き家の処分等が進まないが、権利面

でハードルがある。空き家処分に限定して一時的に成年後見制度を使えるようにしてほ

しい。 

• 定期借地契約については、居住者の権利を侵害しない範囲では 50 年よりも短縮してほし

い。そうすることで民泊等への活用を促進できるのではないか。 

■利活用フェーズ / 空き家を利活用する際の資金調達について 

• （町家に関して）貸し主に改修資金がない場合はそれが改修・流通のボトルネックとな

りやすい。借り主が事業主の場合は借り主が費用負担するケースが多く改修が進むが、居

住物件の場合は貸し主が負担せざるを得ない。 

• （町家に関して）借り手が家賃 10 年分を先払いして、それを改修費に充てる仕組みで賃

貸を行うスキーム事例がある。 

• 投資目的で空き家での大家業に関心を持つ若年層が増加している。DIY で改修し賃貸する

事例が多い。また、低廉家賃で未改修物件を貸出し、借主が自由にリフォームし、５年後

には１か月分家賃で譲渡する、という事例があった。 

（但し、不動産業者が同スキームを実践すると割賦販売に該当する可能性がある） 

■利活用フェーズ /空き家を利活用するユーザーの獲得 

• 住宅困窮者やペットを飼っている方のニーズに着目して空き家を賃貸するケースが増えて

きている。 

■その他 / 地方自治体の空き家バンクに関する連携について 

• NPO が運営するランドバンクに対して市から年間約 500 万円の予算がついており、市場性

の低い物件への対応については市予算を人件費に充てて対応している。（但し市場流通

が実現する物件も大半が低廉であり、採算性は非常に低い） 

• 全国版空き家バンクは自治体空き家バンクとのデータ連携に対応してほしい。 

• 空き家バンクには市場性の低い物件が集まりやすいことから、自治体と協議の上、宅建業

者が顧客から媒介契約を受けている市場性のある物件についても掲載していくこととし

た。 

 

○総括 

■座長コメント 

• ビジネスベースで空き家対策に取り組むにあたっては事業者に負担を強いている面もある

ことから、市場に頼り切ることなく、地域のまちづくりと両輪で取り組む必要がある。地

域で流通すべき空き家とそうでない空き家の考え方や、それらに対する制度適用の在り
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方について、地域で何らかの方針を策定すべきと考える。 

• 空き家活用の見通しをつけるにあたって、建築審査会・農業委員会による判断の不確実性

が障壁となるケースがあることから、より見通しをつけやすくする制度があるとよい。 

■委員コメント 

反復継続に関しては宅建業法違反の判断が難しい分野であるが、既出のガイドラインよ

りももう少し具体的に、合法な取引の範囲を国から例示してほしい。 
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別添資料 2 自治体に対するヒアリング調査実施概要 

 

ヒアリング対象自治体一覧 

ヒアリング対象 実施日時 （参考）人口規模 

※2023 年 3 月現在 

山形県上山市 

（官民連携による取組主体として：認定 NPO 法人 

かみのやまランドバンク、(有)山形第一不動産が

同席） 

2022 年 12 月 7 日 約 2.8 万人 

群馬県桐生市 2022 年 12 月 9 日 約 10.4 万人 

東京都足立区 2022 年 12 月 13 日 約 69.0 万人 

 

ヒアリング項目 

1. 空き家対策の取組状況 

1) 取り組んでいる内容、およびそれらの効果：特に効果的と感じる取組内容 

2) 本来取り組みたいものの取り組めていない内容及びその理由 

2. 空き家対策に係る自治体のリソース状況 

1) 空き家対策に係る担当部署・専門部署の有無・担当者の人数 

2) 空き家対策に係るおおよその予算及び財源（移住定住分野等の財源活用状況） 

3) 課題認識について 

 空き家の川上問題対策（所有者への意識喚起・空き家になる前の未然予防策等）につ

いて自治体はどの程度関与・対策すべきと考えているか 

 現場・担当者と自治体全体の課題意識やリソース割り当ての判断にギャップがある

か 

3. 民間事業者等の外部団体との連携・アウトソーシングの状況 

1) 自治体と外部団体の役割分担についての認識 

2) 連携等を行っている事項について 

 連携先・方法（例：協定、委託業務、協議会組成）、及び業務内容 

 連携する中での障壁・課題 

3) 連携等を行っていない事項について 

 連携等がしづらい業務分野及びその理由 

 川上業務（所有者特定、所有者へのアプローチ等）における課題 

 空き家所有者情報の提供に係る課題 

4. 空き家所有者情報の管理・提供状況 

1) 部局間での情報共有ができているか、及びその方法（随時申請、DB 化等） 

2) 部局間の情報共有に係る障壁・課題 

3) 外部団体等への空き家所有者情報の提供状況 

4) 外部団体への提供に係る障壁・課題 

○ヒアリング調査の結果 

調査結果のサマリーは以下の通り。また後段に各ヒアリング項目において得られた意見要旨を記載す
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る。 

○サマリー 

 

○意見要旨 

１）山形県上山市 

【人材関連】 

• 空き家業務は市の建設課エリアマネジメント室という独立した組織で 3 名が担当し

ている。３名は空き家対策、エリアマネジメント、移住業務を行っているがマンパ

ワーが足りていない状況である。 

【空き地・空き家に関する取り組み】 

• エリア価値の向上、まちの魅力づくりを目的としてランドバンクを立ち上げた。 

• ランドバンクは、不動産業者、司法書士、弁護士の 30 名程度が構成員となってい

る。 

• ランドバンクの内容は、中心市街地半径 300m エリアを設定し、隘路の拡幅、土地の

形状の再編などを目的に当該エリアに所在する空き家・空き地をランドバンクで買

い取る or 賃借し、テナントにサブリースする。 

• 現在ランドバンクの事業として、映画館として利用されていた建物を特定空き家と

して指定し、公民連携で解体した上で活用する試みに取り組んでおり、行政単独で

取り組むよりもスピード感をもった取組ができている。今年度にワイナリーは竣

工。上物と底地の所有者は違う。土地は地元の方だったため、土地利用の管理はラ

ンドバンクが行う。上物はランドバンクの会員が建設しワイン醸造家に貸すスキー

ム。 
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• 空き家バンクと違い物件を紹介して終わりではなく、リノベーションの提案から、

商品開発、地域の人とつなぐことまで関わっているのが成功の秘訣。 

• MINTO 機構による支援もあり、1,000 万円のまちづくりファンドを組成しており、改

修費に補助できる。補助額としてはクラウドファンディングの調達が条件であり、

調達額と同額（上限 100 万円）というルールがあり、公衆浴場の経営、飲食店の整

備などを行っている。 

• 空き家バンクへの取組は、2016 年から行っている。最近は、現に住んでいる物件を

登録し、住み替え希望者へ情報を提供しマッチングを行い空き家の未然防止を図る

「住み替えバンク」の利用が増加している。現状、空き家バンクよりも利用が多

い。 

• 住み替えバンクは、相続未了の物件を可としている。所有者は、家が売れるのかど

うかわからないと相続手続きをしない人が多いことから、買主が見つかれば相続を

する約束で物件を出してもらう。家財類の処分に対する補助金（５万円）の周知と

組み合わせることで、物件登録を促している。現状は居住している物件というよ

り、その人が持つ別荘等が売りに出されている（実際に売れることが分かると、物

件を出してくる人が増加する）。 

【外部連携】 

• 固定資産税の納税通知書と合わせた周知の他に、シルバー人材センターと商工会と

協定を結ぶ独自の取組を行っている。シルバー人材センターは空き家管理調査や敷

地の草刈りなど、商工会は空き家の内外装や設備などの修繕に係る工事を担当して

いる。 

• ランドバンクの組織については、県宅建協会の理事が発起人として設立。市の空き

家対策の担当者と発起人は年代も一緒であり、共に空き家の増加により観光地とし

て魅力が乏しくなり不動産の価値の低下や経済活動の低迷を招くことに危機感を覚

えた。空き家は複雑な問題が絡みあうため、市、宅建協会、司法書士会などの知見

を集結する必要を感じ組織を設立。自治体規模が小さいことが功を奏し、外部団体

等との連携がしやすかった。 

• 空き家に住み着いた有害鳥獣などの駆除は、市民生活課環境部門で行っている。建

物が突風で飛ばされそうな場合は、消防と連携をして行う。空き家対策を始めた時

は、どこの課も引き受け手はなく、最終的に建設課に回ってきた。空家等対策計画

を策定したことで他の課も理解を示し動きやすくはなってきている。空き家バンク

の物件の空き家リノベーションの実績が増えたことにより、空き家再生の魅力を示

せ、庁内連携が更にとりやすくなった。 

• 空き家バンクによる市の情報発信を入口として、物件の掘り起こしを行う不動産業

者との関係構築が重要だと考えられる。空き家バンクの登録増加状況により、官民

連携を進めていくことができると認識された。 

• 行政（エリアマネジメント室）とかみのやまランドバンクが連携して空き家を再生

し創業希望者にインキュベートの場を提供している。ランドバンクで管理する空き

家、空き地で開かれているイベントに創業希望者を出店させ、商品開発、地域との
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コミケ―ションやファンづくりを進め、安心して空き家再生後に開業できるようコ

ーディネートしている。このような事で、上山市に興味をもち人が集まりだしてい

る。空き店舗には、楽器屋が入居してきた。エリアマネジメントは、空き家や地域

に出店者を繋ぐポジションでソフト的に動いている。 

【情報の共有】 

• 空き家情報は、ゼンリンの地図情報に落とし込んで庁内で一元管理している。 

【課題（要望）】 

• ２m 接道や耐震化に係る建築基準法の問題は、空き家対策の障壁となっているため、

解決が求められる。都市部と地方部では事情が異なるため、一律の規制では厳しい

面もある。 

• 重要事項説明についても、手間となり物件登録の妨げになっている可能性も考えら

れる。不適切な記載をすればそれは無効になるため、空き家対策としては除外でき

ると望ましい。 

 

２）群馬県桐生市 

【人材関連】 

• 定住促進室という部署の職員７名、会計年度職員２名のうち、空き家対策関連業務

については、職員３名、会計年度職員１名で苦情相談や所有者調査を対応してい

る。残りで空き家バンクと移住定住関係のイベント業務を行っている。比較的、人

員は充実している。 

【空き地・空き家に関する取り組み】 

• 空き家バンクについて、２年ほど前から物件を撮影し、YouTube で配信している。 

• 平成 30 年から空き家の利活用・除却助成として補助金の交付を行っている。リフォ

ーム補助を年間５件、除却補助を年間 25 件程度行っている。また、相続財産管理制

度の活用を行っている。手続きに発生する手数料や裁判所への予納金に予算措置を

している。 

• ランドバンクのようなものができれば空き家の解消や道路整備が進むと思われるが

ハードルが高いと想定される。自治体主体で進めていくことに難しさを感じてい

る。 

• 空き家・空き地バンクは市で調査を行った物件を宅建業者に引き渡している。取り

壊した後に再建築できる物件や、抵当権等が抹消された物件を対象としている。 

• 苦情相談・相続財産管理人で 100 万円、空き家バンク・定住関連で 140 万円、空き

家リフォームと空き家除却補助で 2,500 万円程度の予算措置をしている。 

• 空き家の未然防止として、単身高齢者の情報を把握している部署との連携を検討し

ている。 

• 市と包括連携協定を締結している生命保険会社に空き家発生防止のための啓発チラ

シを配布している。 

• 固定資産税の納税通知書と合わせて空き家の除却・バンク制度の周知も行ってい

る。 
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• 空き家バンクは、宅建協会・不動産協会と協力している。空き家対策協議会は宅建

協会、不動産協会、土地家屋調査士会、建築士会、ケアマネジャー協会等の会員で

構成されている。 

• 未接道地では再建築ができなく、バンクへの登録ができない。その点を課題に感じ

ている。 

【外部連携・情報共有】 

• 隣接地の空き家のクレーム対応は市の職員が行うが、空き家所有者との交渉（特

に、無視して返事をくれない人や、遠方在住の人）については手間と労力がかかる

が、個人情報や費用面の観点によりアウトソーシングができない状況にある。ま

た、空き家の所有者調査については自前で行っているため予算もつきにくい状況に

ある。 

• 水道情報や、税情報、戸籍情報は随時取得している。GIS などの地図情報に落とし込

んで担当部局限りで管理している。個人情報の問題があり、他部署への提供や他部

署からの提供というのは、原則行っていない。 

• 県事業で市がモデル地区に選定され、不動産業者や銀行等が連携して空き家対策に

取り組んでいる。 

• 空き店舗となると商工振興課に担当が移るため、住宅と店舗では部署が異なる対応

となる。 

【その他】 

• 空き家バンク利用者（購入者）のうち半分程度は移住定住者である。 

• 今年から県の事業で「コミンカコナイカ」という古民家活用で要は地域の活性化、

空き家の解消を目指す事業に採択された。地元の不動産業者と建築関係の団体

（UNIT KIRYU)とチームを組んで、銀行を含めて相談を開始。行政は原則関与してい

ないが、物件の現地調査協力として一部手伝っている状況。 

• 空き家見学会は年に 1度開催。今年度の参加人数は 13 名。ロジ等は市の方で対応。 

 

 

３）東京都足立区 

【人材関連】 

• 空き家関連業務は、住宅課１名が相談会や空き家対策全般を担当しており、開発指

導課６名で管理不全空き家や違反建築・老朽家屋の指導等を行っている。 

• 前提として東京（特に 23 区）では、所有者が特定できれば市場で売買が成立するも

のが殆どである。よって（利活用というよりも）管理不全の空き家をどうするか、

下町に多い未接道の空き家が連なる現場の状況をどうするかという点が大きな課題

となっている。実際に年間 43 回の相談会で 37 件（令和３年度）の相談が寄せられ

ている。 

【空き地・空き家に関する取り組み】 

• 空き家に関する取り組みとして、北千住の東口をモデル地区に設定し、空き家利活

用のイベント等を行い、取り組み結果を冊子にまとめている。また、老朽化した家
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屋に関する指導や相談会を定期的に開催している。相談会は Web でも実施してい

る。 

• 市場に流通する物件については、都内の地の利もあり需要が大きい状況である。た

だし、借地権の建物や相続人不明の物件など、対象物件の権利関係が複雑な場合や

接道に問題がある場合などは、各種専門家による支援が求められている。 

• 空き家の処分は所有者が行う必要があり、指導や交渉に相当な労力を要する。区の

指導が及ばないことも多く、空き家問題が顕在化する前に所有者側で正しく認識い

ただかないと行政側での対応は難しい。 

• 特定空き家についてはこれまで７件指定（勧告まで）し、４件が解決済み。固定資

産税の特例が受けられなくなることが効果的であることが多い。ただ、事例は無い

が地主と建物の所有者が異なる場合は効果が現れにくい。代執行する際の課題は費

用の回収の点。解体費やその場合の残置物は倉庫に移して管理するが、行政側の費

用負担と労力が大きい。 

【外部連携・情報共有】 

• 空き家の相続人を特定するために、庁内他部署や他自治体、都税事務所から情報を

入手するにあたり、相応の手続きを経て取得可能となるが、手続きが煩雑で、時間

がかかるため、手続きの簡素化については課題である。 

• 路地が入り組む街であり、建築基準法の遵守が課題となるため、様々な手法や可能

性を探り解決する必要がある。 

• 空き家の利活用に向けた都補助金や除却に向けた助成金による支援はあるが、それ

でも多額の費用を要すること、また、建築基準法を遵守する必要があるため、資金

面でのコンサルや、建築方面でのサポートが求められる。 

• 行政や協会は信頼を得やすい立場にあるため、これらを起点として、上手く外部業

者との横連携や、適材の不動産業者を紹介するなどの対応ができるとよい。 
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別添資料 3 （第 1 回研究会）「空き家問題の現在～2015 年から現在まで～」 
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別添資料 4 （第 2 回研究会）「既往調査と自治体ヒアリング情報の整理」 
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別添資料 5 （第 2 回研究会）「所有者の早期決断が空き家を救う」 
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別添資料 6 （第 3 回研究会）「住まいの終活に向かう空き家の『掘り起こし』支援策の充実に向けて」 
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別添資料 7 （第 3 回研究会）「地域特性に応じた空き家対策上の課題と打ち手及び民間活用に着目したフ
ェーズ毎の対応行動について」 
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別添資料 8 （第 3 回研究会）「空き家対策における PFS(成果連動型民間委託契約方式)の可能性につい
て」 
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別添資料 9 （第 3 回研究会）「空き家対策の課題解決のために考えるべき視点（試案）」 
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別添資料 10 （第 4回研究会）「今後の空き家対策について」 
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別添資料 11 （第 4回研究会）補足事例のご報告（事務局） 
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